
■燕市こども計画 次期体系案 2024/11/6時点

※こども、若者、子育て当事者、事業者に分類し掲載予定

④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

基本目標１ ライフステージを通した支援

人権教育・啓発の推

進

①市民課

②学校教育

課

③こども未

来課

④子育て応

援課

「第2次燕市人権教育・

啓発推進計画」に基づ

き、すべてのこどもが

幸せな生活を送ること

ができる社会を目指し

て、人権啓発活動推進

の所管課である市民課

とこどもの人権施策推

進の所管課である学校

教育課、こども未来課

並びに子育て応援課に

おいて、人権教育の充

実及びこどもの人権を

守り、こどもの人権を

尊重する意識を高める

啓発活動の推進に努め

ます。

（令和年度実績）

①市民課：人権啓発活動の

実施回数（市民課）：１回

（講演会）

②子育て支援拠点施設数：

10施設（子育て支援課）

③子育て支援センター相談

件数：4,665件（子育て支援

課）

④燕スマイル・サポート・

ステーション相談件数：786

件（学校教育課）

①市民課：人権啓発活動の

実施回数（市民課）：１回

（講演会）

②子育て支援拠点施設数：

12施設（子育て支援課）

③子育て支援センター相談

件数：4,413（子育て支援

課）

④燕スマイル・サポート・

ステーション相談件数：729

件（学校教育課）

※12月開催予定の「燕市人

権教育・啓発推進計画庁内

検討推進委員会」にて報告

予定。

① 関係機関と連携した児

童虐待やヤングケアラー等

の早期発見・対応、ニー

ト・ひきこもり対策の強化

（学校教育課・こども未来

課・子育て応援課）②子ど

もの人権を尊重する意識を

高める啓発活動の実施（学

校教育課・市民課）③一人

ひとりの子どもがすべての

人の人権を尊重する意識を

高める活動の推進（学校教

育課・こども未来課）④ 

地域とともに安心して子育

てしやすい環境づくりの推

進（こども未来課・子育て

応援課）

※12月開催予

定の「燕市人

権教育・啓発

推進計画庁内

検討推進委員

会」にて報告

予定。

※12月開催予定の「燕市人

権教育・啓発推進計画庁内

検討推進委員会」にて報告

を受け、分析します。

継続 （令和10年度）

①市民課：人権啓発活動の

実施回数（市民課）：7回

（講演会、人権ミニパネル

展等）

②子育て支援センター相談

件数：4,000件（こども未来

課）

④燕スマイル・サポート・

ステーション相談件数：750

件（学校教育課）

①現在行っている啓発活動を充実させなが

ら、計画期間最終年度までに3回の活動増を

目指す。

②出生数が減少し、核家族化が進行していく

中、計画期間中において増加傾向にある相談

数の4,000件台到達を目指す。

④学校内の相談体制充実で相談件数が減じる

可能性を考慮し、計画期間中において100件

の相談数増加を目指す。

子育て支援センター こども未来

課

地域全体で子育てを支

援する基盤の形成を図

るため、育児不安に対

する相談、子育てサー

クルへの支援、地域の

保育に関する情報提供

等を行います。

・実施施設数：10施設（私

立含む）

・延べ利用者数：58,572人

・相談件数：3,380件

・実施施設数：12施設（私

立含む）

・延べ利用者数：55,757人

・相談件数：4,413件

・実施施設数：10施設（私

立含む）

・延べ利用者数：77,800人

・相談件数：5,000件

子育て家庭への育児不安に

ついての相談や入園前の子

育て中の親子の交流や情報

提供の支援及び育児講座な

どの開催。

B： おおむね

順調

利用者数は減少傾向にある

が、事業内容の取組自体は

引き続き継続して行ってい

るため。

継続 ・実施施設数：13施設（私

立含む）

・延べ利用者数：55,000人

・相談件数：6,000件

・実施施設数は、現在設置数＋R7.4第二泉こ

ども園新設分

・延べ利用者数は、H30→R5にかけて年平均

400人減少しているため、400人×6年＝

2,400人減少＋新設分1,000人（私立園年平

均）増加とする。（端数処理）

・相談件数は、H30→R5にかけて年平均200

件増加しているため、200件×6年＝1,200件

増加＋新設分200件（私立園年平均）増加と

する。（端数処理）

健全育成運動の推進 社会教育課 関係団体・関係機関と

協力して青少年育成関

連事業を開催し、青少

年の健全育成を推進し

ます。

B： おおむね

順調

継続

①こどもの権利を尊重する取組の推進

・青少年育成センター「わ

たしの主張」地区大会出場

者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：1,491編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：102名

・燕地区市民会議

講演会：10名

・市民会議吉田地区

講演会：40名

親子版画年賀状講習会：30

名

親子よく飛ぶ紙ヒコーキづ

くり：80名

パトロール：１回

・市民会議分水地区

講演会：69名

体験教室：2回/25名

親子ふれあい農園：15名

パトロール：1回

・青少年育成センター「わ

たしの主張」地区大会出場

者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：1,589編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：中止

・燕地区市民会議

研修会：18名

・市民会議吉田地区

講演会：中止

ハロウィンリースづくり：

42名

親子で版画年賀状づくり：

17名

パトロール：１回

・市民会議分水地区

講演会：中止

体験教室：中止

親子ふれあい農園：68名

パトロール：中止

・青少年育成センター「わ

たしの主張」地区大会出場

者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：1,300編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：120名

・燕地区市民会議

講演会：30名

・市民会議吉田地区

講演会：60名

親子講習会：2回/120名

パトロール：１回

・市民会議分水地区

講演会：100名

親子体験教室：2回/40名

親子ふれあい農園：20名

パトロール：1回

わたしの主張事業では、毎

年、市内５中学校と燕中等

教育学校の計６校からの作

文選考を実施し、青少年の

健全育成に寄与していま

す。

また、燕市青少年育成協議

会では、市内３地区（燕地

区・吉田地区・分水地区）

の青少年育成市民会議相互

の連携及び連絡調整を行い

ました。

・燕市青少年育成協議会

講演会：中止

・燕地区市民会議

研修会：役員向けに開催

子どもを水から守る運動

・吉田地区市民会議

親子講習会

 七夕かざりをつくろう

 親子版画年賀状づくり

 バレンタインリースづく

り

パトロール

・分水地区市民会議

親子体験教室

親子ふれあい農園

わたしの主張事業に関して

は、学校との連携強化によ

り目標値を達成していま

す。

一方で、各地区の市民会議

では講演会の中止などがあ

りました。高齢者が多く出

席する講演会は、実施につ

いて慎重な動きもあり、コ

ロナ禍により停滞気味とい

えます。

・燕市青少年育成協議会

コロナ禍により講演会の開

催を見合わせました。

・燕地区市民会議

役員向けに燕警察署生活安

全課による研修会を開催し

ました。

・吉田地区市民会議

コロナ禍の影響はありまし

たが、工夫をした中で子ど

もたちに興味のある講習会

を実施しました。

・分水地区市民会議

コロナ禍によりできない事

業が多くありました。

・青少年育成センター「わ

たしの主張」地区大会出場

者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：1,092編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：120名

・燕地区市民会議

講演会：30名

青少年向け講座 15名

子どもを水から守る運動

・市民会議吉田地区

講演会：40名

親子講習会：2回/120名

パトロール：１回

・市民会議分水地区

講演会：60名

親子体験教室：2回/25名

パトロール：1回

・青少年育成センター「わたしの主張」地区

大会出場者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：3.2%減（R2国勢調査における燕

市減少率）×5年間＝16%の減少率として、

R6年度目標値1,300編×84%＝1,092編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：会員、一般市民対象(吉田公民館大会

議室)

・燕地区市民会議

講演会：役員対象

青少年向け講座：燕地区の児童対象

・市民会議吉田地区

講演会：吉田地区小中学校保護者、民生児童

委員、青少年健全育成吉田地区役員、一般市

民対象

親子講習会：1回あたり20組(兄弟含)を対

象、実施内容は、親子七夕づくり、親子リー

スづくり（クリスマス、バレンタイン等）

・市民会議分水地区

講演会：分水地区自治会⾧(６０名）対象

親子体験教室：１回あたり１２組を対象（兄

弟等の参加も考慮し２５名）、実施内容は

リースづくり（ハーブ・ハロウィン・クリス

マス等）

親子ふれあい農園：R7で廃止

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

【新】燕スマイル・

サポート・ステー

ション（燕市子ど

も・若者相談電話）

（いじめ、不登校、

引きこもり等への相

談電話）

学校教育課 悩みを抱えた小学生か

ら39歳までの子どもや

若者、その保護者を対

象に、電話、来所、訪

問、メールで、不登校

などの相談に応じ、適

切な支援を行います。

相談の解決等達成率：67％

（解決・進捗相談件数）※

解決・進捗とは相談件数の

うち解決したものおよび前

進したものの合計

・相談件数：793件

電話相談：192件

面談相談：215件

家庭訪問：190件

学校訪問：148件

メール相談：6件

ケース会議など：42件

・相談の解決等達成率につ

いては、相談を受けたもの

の主観による部分が大き

く、同一の基準で図ること

が困難なため、令和4年度よ

り集計していません。

・相談件数；413件

電話相談：256件

面接；98件

家庭訪問；22件

学校訪問：15件

メール相談：4件

ケース会議：18件

・相談の解決等達成率：

70％

悩みを抱えた小学生から39

歳までの子どもや若者、そ

の保護者を対象に、電話、

来所、訪問、メールで、不

登校などの相談に応じ、適

切な支援を行いました。ま

た、必要に応じてその他の

相談機関等に連携を行いま

した。

また、校外教育支援セン

ターや校内教育支援セン

ターと合同研修なども実施

しています。

A： 順調 ・相談の解決等達成率につ

いては、相談を受けたもの

の主観による部分が大き

く、同一の基準で図ること

が困難なため、令和4年度よ

り集計していませんが、

様々な相談に対して必要な

支援を行いました。

継続 相談件数450件 令和5年度実績の相談件数

413件×1.1≒450件

児童館運営事業 こども未来

課

市内7か所に児童館を設

置し、児童を対象に各

種教室や体験活動を企

画・実施し、児童健全

育成の拠点として機能

しています。うち5館は

児童クラブを併設し、

放課後児童健全育成事

業を実施しています。

・燕地区来館者数（5館）：

109,478人

・吉田地区来館者数（1

館）：25,088人

・分水地区来館者数（1

館）：10,241人

計144,807人

・燕地区来館者数（4館）：

52,723人

・吉田地区来館者数（1

館）：16,935人

・分水地区来館者数（1

館）：11,920人

計81,578人

・3地区７館の児童館来館者

数：計139,500人

児童館の運営を通じて、児

童に「遊びの場」を提供し

ました。魅力ある児童館運

営を目指し、各児童館が工

夫を凝らした様々なイベン

トを開催しました。

燕地区の１館（白山町児童

館）が令和元年度に閉館し

ました。

D： 遅れてい

る

コロナ禍による利用者数の

減が完全には回復していな

いため、「遅れている」と

しました。

継続 親子が遊び、交流できる居場所の提供、

子育て相談、子育てに関する情報の提供

等を行うほか、子育てサークルの活動支

援等を行います。また、児童館職員の子

育て支援に必要な知識や技術の向上を図

るための研修等を実施します。

・3地区6館の児童館来館者

数：計35,000人

令和３年度より来館者数の積算方法を変更し

たため、令和11年度目標より、それに合わせ

た目標値とします。（令和２年度までは、児

童クラブ併設の児童館の来館者数に、児童ク

ラブの利用者が含まれていましたが、令和3

年度より児童館だけを利用する来館者のみの

積算としました）

目標値については、出生数が減少する中で

も、魅力ある事業を実施し、利用者数を維持

しつつ、若干の増加を目指します。

なかまの会運営事業 学校教育課 市内5か所の小学校区に

「なかまの会」を設置

し、小学校内や敷地

内、公共の施設を有効

活用しながら、様々な

遊びの中から創造性や

自主性、社会性などを

身につける活動を行

い、年間を通じた放課

後の子どもの居場所づ

くりを目的に事業を実

施しています。

なかまの会の設置数

・燕地区：4施設

・分水地区：1施設

登録児童数

・燕地区：396人

・分水地区：87人

なかまの会の設置数

・燕地区    2施設

・分水地区   1施設

登録児童数

・燕地区    108人

・分水地区   47人

なかまの会の設置数

・燕地区：２施設

・分水地区：１施設

児童クラブが設置されてい

ない小学校で「なかまの

会」を開設し、放課後等の

安全な居場所の確保のた

め、市内2箇所の小学校区お

よび統合した1箇所の小学校

区で運営を行います。

B： おおむね

順調

「燕市なかまの会要綱」に

基づいて事業を実施すると

ともに、燕市の「ホーム

ページ」へ情報を掲載し、

対象となる家庭からもれな

く入会申請をしていただく

ため周知を行っています。

継続 児童クラブに移行するまでの間、安全で

安心な放課後の子どもの活動場所とし

て、事業を継続。

なかまの会の設置数

・分水地区：１施設

小中学校の適正配置の検討にあわせて、事業

の継続を判断します。

児童館・児童研修館

での各種事業

こども未来

課

地域の子育て支援と児

童や乳幼児の健全育成

に資する活動として、

教室や各種講座、お楽

しみ会等を企画・実施

します。

全児童館、児童研修館で実

施

全児童館、児童研修館で実

施

・全児童館で実施 さまざまな体験活動提供

し、子どもたちの豊かな感

性をはぐくみました。

また、子育て中の方を対象

とした講座なども開催しま

した。

A： 順調 全児童館、児童研修館で実

施しましたためです。

継続 今後も引き続き、各施設で多様な企画の

実施に努めます。また、職員研修の機会

を設定し、職員の知識やスキルアップを

図ります。

全児童館、児童研修館で実

施

引き続き、全児童館、児童研修館で実施し、

魅力ある児童館運営を行っていきます。

②遊びや体験活動の推進
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

児童研修館運営事業 こども未来

課

児童研修館こどもの森

で乳幼児や児童とその

保護者を対象に児童の

健全育成や地域子育て

支援拠点事業（ひろば

型）、各種教室や体験

活動を実施します。こ

の施設では、児童が各

講座を通じて、家庭や

学校では体験できない

ことを自主活動により

体験することで成⾧

し、心身ともに健康を

育み、創造性、知性を

豊かにすることができ

ます。また、異年齢交

流や親子のふれあいを

通して、明るく健康的

な家族形成が維持でき

るように活動を結び付

けていきます。

・来館者数：41,044人

※１日平均、約135人

・講座等の開催：60講座

（内訳）

・すくすく講座：10講座

・いきいき研修：15研修

・わくわく講座：35講座

・貸館事業：延べ20団体

・来館者数：24,882人 ・来館者数：計30,000人 子ども向け、保護者向け、

親子向けの講座や教室など

を年間を通して実施したほ

か、季節に関連したイベン

トを実施しました。

C： やや遅れ

ている

コロナ禍により、利用者数

が落ち込んだまま、完全に

は回復しておらず、基準値

を下回っているためです。

継続 交通公園が隣接していることから、市内

外から多くの利用者が集まり、子どもの

遊び場として親しまれていると認識して

います。親子が遊び、交流できる居場所

の提供、子育て相談、子育てに関する情

報の提供等を行うほか、子育てサークル

の活動支援等を行います。また、児童館

職員の子育て支援に必要な知識や技術の

向上を図るための研修等を実施します。

来館者数：計30,000人 コロナ禍前に設定した目標の達成を目指しま

す。

児童施設での保育ボ

ランティアの受け入

れ

こども未来

課

中学生以上でボラン

ティアを希望する生徒

等が、放課後や夏休み

期間にボランティア活

動をする場合に、市内

の児童館等の児童福祉

施設や児童クラブでの

活動をサポートすると

ともに、県内の大学や

短大、専門学校にボラ

ンティア募集のチラシ

を送付しています。

・学生ボランティア等：延

べ467人

・年間延べ99人 ・年間延べ470人 ボランティアの受け入れを

行いました。コロナ禍によ

り受入を休止し、令和5年度

も再開に至っていない児童

館もあります。

D： 遅れてい

る

目標値に届いていないため

です。

継続 引き続き、多様なボランティアの協力を

得ながら、多世代交流を図り、児童館等

の活動が、より豊かになるよう努めま

す。

・年間延べ470人 コロナ禍前に設定した目標の達成を目指しま

す。

高齢者等との交流事

業

こども未来

課

異年齢交流事業の一環

として、児童と地域と

の交流を深めることを

目的に、子どもたちと

地域の人々がともに楽

しみながら活動できる

行事等を企画・実施し

ます。

・開催件数：36回

白山町児童館12回

東児童センター2回

杉名児童館4回

西燕児童館2回

小中川児童館3回

吉田児童センター7回

分水児童館6回

児童館まつり、コンサート

など保護者以外の地域の

方々に参加を呼びかけた行

事を集計。このほか、定期

的な講座等も生涯学習人材

バンクに登録している地元

講師を活用するなどしてい

ます。

・開催回数：47回

杉名児童館１回

小中川児童館１回

吉田児童センター６回

分水児童館14回

こどもの森25回

・全児童館でまちづくり協

議会との連携事業を実施し

ます。

高齢者等、地域の方々と一

緒にイベントを開催したり

工作をしたりして、交流を

図っています。

C： やや遅れ

ている

コロナ禍の影響により、実

施を見送ったまま、再開に

至っていない児童館があ

り、実施回数も児童館に

よってバラつきがあるため

です。

継続 地域交流や多世代との交流などを続けて

いきます。

全児童館でまちづくり協議

会等との連携事業を実施し

ます。

異年齢交流により、児童の健全育成を図るた

め、地元のまちづくり協議会をはじめとした

地域交流のほか、多世代との交流を図ってい

きます。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

まちづくり協議会と

の連携

こども未来

課

地域住民が地域課題を

自ら解決する仕組みと

して市内13地区に設置

されている「まちづく

り協議会」と、児童館

などが自主的に実施す

る多世代交流などの

様々な活動を支援しま

す。児童研修館こども

の森や児童館、ＮＰＯ

等との連携協力により

事業を実施することに

よって、協議会役員と

して活動しているボラ

ンティアのレベルアッ

プを図ります。

・「燕っ子かるた」童楽夢

カップ（分水小学校区まち

づくり協議会4人、分水地区

青少年育成市民会議5人）

・いもっこクラブ人形劇

（燕西地区まちづくり協議

会6人）

・生き生き祭り他（燕第一

地区まちづくり協議会10人

他

・もちつき他（燕北地区ま

ちづくり協議会30人他など

・吉田まちづくり協議会主

催の芸能堪能コンサート

に、吉田児童センター合唱

団カラフルが出演（吉田児

童センター）

・児童館のこどもたちと一

緒に案山子を作り、杉名農

道に展示（燕第一地区まち

づくり協議会）

・いもっこクラブと一緒に3

つの演目を観劇（燕第一地

区まちづくり協議会）

・プランターの寄附受入、

まち協総会への参加、夏休

みエコ工作、防災マップづ

くり（燕北地区まちづくり

協議会）

・四箇村まちづくり協議会

かるた大会（四箇村まちづ

くり協議会）

・全児童館でまちづくり協

議会との連携事業を実施し

ます。

まちづくり協議会主催のイ

ベントに児童館として参加

したり、児童館のイベント

にまちづくり協議会から参

加していただいたりして、

連携を深めました。

C： やや遅れ

ている

コロナ禍の影響により、実

施を見送ったまま、再開に

至っていない児童館がある

ためです。

継続 地域交流や多世代との交流などを続けて

いきます。

全児童館でまちづくり協議

会との連携事業を実施しま

す。

令和5年度末時点で全児童館での実施が達成

できていないため、引き続き達成を目指すも

のです。地域と連携した活動を行うことで、

児童の健全育成を図ります。

【新】屋内こども遊

戯施設運営事業

こども未来

課

— — —

令和３年に基本構想を策定

した後、令和４年度に設計

や用地買収等を行い、令和

５年度より建設を開始しま

した。

— —

新規 令和7年度オープン。天候に左右されず

に、いつでも子ども達が体を使っておも

いっきり遊べる環境を提供します。

15.8万人 初年度は10万人、2年目13万人、3年目15万

人、4年目15.5万人、5年目15.8万人を目指し

ます。

食生活改善推進委員

等地区組織による食

育の推進活動

健康づくり

課

子どものころから健康

な食生活を身につけて

もらうため、保健事

業、保育園、学校、地

域等で調理実習や食育

講話などを実施しま

す。

・離乳食相談会見本づくり

に協力：12回

・各地区で子ども対象の調

理実習を実施：11回 291人

・園、学校、児童クラブ等

への食育活動：17回 701人

・各地区で子ども対象の調

理実習を実施：5回 375人

・園、学校、児童クラブ等

への食育活動：15回 896人

・「べジ足しリーフレッ

ト」による野菜摂取の普及

啓発：燕市内中学校7校 

2,367人

・食育推進ポスター作品募

集事業：燕市内小中学校に

周知 17人応募

・子ども対象の調理実習や

園・学校・児童クラブ等へ

の食育活動の実施回数およ

び参加人数の増加

・子ども料理教室や調理実

習

・子育て支援センターや児

童クラブでの食育講話

・「べジ足しリーフレッ

ト」配布による普及伝達

・食育推進ポスター作品応

募

B： おおむね

順調

・令和２年度から離乳職相

談会は中止となり、令和４

年度から離乳食座談会に変

更され、離乳食の見本展示

はなしとなりました。

・新型コロナウイルス感染

症が第５類に移行し、少し

ずつ調理実習や食育活動が

再開され感染症拡大前の活

動回数までは復活していま

せんが参加者数は上回って

います。

・「食育リーフレット」や

食育推進ポスター作品応募

など、対面型だけでない食

育活動を検討し推進してき

ました。

継続 幼児期からの肥満対策や若い世代の健康

な生活習慣の実践等、生涯にわたって心

身の健康を確保するために、小中学校に

向けた食育活動の強化をし栄養バランス

の良い食事を実践できるよう関係課等と

連携を図り普及啓発を推進します。

・子ども対象の調理実習や

園・学校・児童クラブ等へ

の食育活動の実施回数およ

び参加人数（R5：実施回数

20回・参加者数1,271人）の

維持・増加

・令和5年度実績より同程度を維持・増加
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（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

図書館における子ど

もの読書活動の推進

社会教育課 「第２次燕市子ども読

書活動推進計画」に基

づき、子どもが読書活

動に親しみ、読書習慣

を身につけるよう読書

環境の整備と充実に努

めます。

・市立図書館の15歳以下の

子どもの１人あたりの年間

貸出冊数（個人貸出）：6.38

冊

・市立図書館の点字図書・

布絵本・触る絵本の蔵書冊

数：169冊

・市立図書館の保育園、幼

稚園、認定こども園、学

校、児童館、子育て支援セ

ンターへの団体貸出冊数：

12,881冊

・市立図書館の学校向けス

タディパックの貸出数：142

セット

・「図書館を使った調べる

学習コンクール」への出品

数：22作品

・市立図書館のこどもの読

書週間中のイベント参加者

数：317人

・市立図書館の15歳以下の

子どもの１人あたりの年間

貸出冊数（個人貸出）：6.00

冊

・市立図書館の点字図書・

布絵本・触る絵本・LLブッ

クの蔵書冊数：150冊

・市立図書館の学級文庫

パックの貸出数：20セット

・「図書館を使った調べる

学習コンクール」への出品

数：75作品

・市立図書館におけるおは

なし会参加人数：7,000人

夏休み巡回おはなし会や

ブックバスの取り組み等、

図書館側から出向いておは

なし会を行うことにより、

普段図書館へ来ることので

きない子どもたちにも本に

親しんでもらう取り組みを

実施しました。幼いころか

らの読書習慣の育成に注力

しました。

B： おおむね

順調

学級文庫パック等の数値が

好調であり、学校の連携が

うまくいっているといえま

す。

一方で、調べる学習コン

クールについては、応募作

品の質は上がっているた

め、積極的に取り組む児童

には定着しているものの、

児童全体をみると夏休み課

題の中からコンクールを選

んで応募してみようという

モチベーションにうまくつ

なげられていないように思

われます。

継続 ・学校図書館・市立図書館における図書

の貸出冊数を増やす取組を行います。

・子どもたちの不読率の改善に向けた取

組を推進します。

・つばめ電子図書館等の電子書籍による

読書の推進に努めます。

学校図書館充実事業 学校教育課 読書活動の推進によ

り、豊かな心の育成

と、読解力や想像力、

思考力や表現力等を育

成するために、学校図

書館管理システムを活

用しながら適正な蔵書

管理を行います。ま

た、学校図書館司書を

配置することで、児童

生徒が利用しやすい学

校図書館環境を整備す

るほか、図書の効果的

な活用に関する支援を

行います。

・学校図書館蔵書冊数

小学校：116,139冊

中学校：50,338冊

・図書館担当者研修を開催

し、全小中学校20人が参加

しました。

・学校図書館蔵書冊数

小学校：126,263冊

中学校：54,106冊

・図書館担当者研修を開催

し、小中学校合わせて19人

が参加しました。

学校図書館管理システムを

活用しながら適正な蔵書管

理を行うとともに、児童生

徒の読書傾向を把握した効

果的な読書指導に努めま

す。また、図書購入につい

ては、文部科学省の定める

「学校図書館図書標準」の

達成に向けて、計画的に蔵

書を充実させていきます。

平成27年度に全校に導入を

完了した学校図書館管理シ

ステムを活用し、定期的な

蔵書点検を行うことで、適

正な蔵書管理の維持に努め

ました。また、学校図書館

司書の配置により、破損本

の修理や書架の整理等を行

うことで児童生徒が利用し

やすい図書館環境を整備す

るほか、授業で必要な図書

資料の準備等、教諭のサ

ポートを行うことで学校図

書館の運営を支えていま

す。

B： おおむね

順調

小学校は令和3年度、中学校

は令和10年度までに全校で

文科省の定める図書館図書

標準を達成するための購入

計画に基づいて新刊購入を

しています。令和５年度末

時点で、小学校で104％、中

学校で94％の達成率となり

ました。

令和５年度は、10年ぶりに

全面改訂され、2021年に発

売された「ポプラディア」

第三版を全小中学校で所蔵

し、自分で調べる活動を積

極的に取りれることによ

り、調べる習慣が身につく

よう指導しています。

継続 学校図書館管理システムを活用し、蔵書

管理の徹底や読書傾向を把握していきま

す。学校図書館司書を中心に、図書館運

営を円滑に行えるように担当教諭、図書

委員会、図書館ボランティアと連携を図

ります。

学校図書館管理システムを

活用しながら適正な蔵書管

理を行うとともに、児童生

徒の読書傾向を把握した効

果的な読書指導に努めま

す。また、図書購入につい

ては、文部科学省の定める

「学校図書館図書標準」の

達成に向けて、計画的に蔵

書を充実させていきます。

文部科学省「学校図書館図書標準」より設定

しました。

教育・保育施設等に

おける外国籍者との

コミュニケーション

支援事業

こども未来

課

入国管理法の一部改正

により、今後、増加が

見込まれる外国籍の親

を持つ園児等に対し、

必要に応じて通訳等を

派遣し、母国語の支援

を行います。

—

翻訳機の活用により多様な

言語に対応してきました。

・母国語に応じた通訳を確

保します。

施設を利用する外国籍のこ

どもが孤立しないよう個別

に支援するとともに、保護

者に対しては、課が所有す

る翻訳機を使用して適切な

コミュニケーションを図っ

ています。

B： おおむね

順調

翻訳機の使用により、一定

程度のコミュニケーション

を図り、相互理解ができて

いるため。

継続 教育・保育施設等において、外国籍のこ

どもの受入れが増えていることから、当

該こどもが円滑に教育・保育を受けられ

るよう、状況に応じた個別の配慮及び支

援を行います。

ICT技術や機器を活用するな

どにより、外国籍家庭に対

して個別の配慮及び支援を

行います。また、異文化へ

の理解促進に努めます。

一人ひとりのこども、保護者に寄り添った対

応に努めます。

・市立図書館の15歳以下の

子どもの１人あたりの年間

貸出冊数（個人貸出）：5.90

冊

・市立図書館の点字図書・

布絵本・触る絵本の蔵書冊

数：97冊

・市立図書館の保育園、幼

稚園、認定こども園、学

校、児童館、子育て支援セ

ンターへの団体貸出冊数：

10,338冊

・市立図書館の学校向けス

タディパックの貸出数：15

セット

・「図書館を使った調べる

学習コンクール」への出品

数：48作品

・市立図書館のこどもの読

書週間中のイベント参加者

数：353人

・図書館の児童図書の年間

貸出冊数：133,500冊

・乳幼児向けイベントのア

ンケート満足度：90%

・市内小学校における児童1

人当たりの年間貸出冊数：

81.4冊

・市内中学校における生徒1

人当たりの年間貸出冊数：

8.7冊

・「１ヶ月に本を１冊も読

まない」と回答した児童・

生徒の割合：小学生２％以

下、中学生８％以下

・18歳以下の年間貸出冊数

（個人貸出）：78,000冊

・つばめ電子図書館におけ

る1人あたりの貸出冊数：

14.9冊

・学校図書館・市立図書館

のボランティアの人数：228

人

・図書館の児童図書の年間貸出冊数：R13児

童予定数は2,670人（推定値）

R5現在児童1人当たり31.8冊児童図書を貸出

しているが、R13までに年間50冊を目標にす

ると2,670人×50冊＝133,500冊

・乳幼児向けイベントのアンケート満足度：

新規項目のため推定値

・市内小学校における児童1人当たりの年間

貸出冊数：目標未達成のため据え置き

・市内中学校における生徒1人当たりの年間

貸出冊数：目標未達成のため据え置き

・「１ヶ月に本を１冊も読まない」と回答し

た児童・生徒の割合：第五次「子どもの読書

活動の推進に関する基本的な計画」の不読率

改善における目標値

・18歳以下の年間貸出冊数（個人貸出）：

R13年度18歳以下の人口3,900人（推定値）

R5現在18歳以下1人当たり10.1冊貸出してい

るが、R13までに年間20冊を目標にすると

3,900人×20冊＝78,000冊

・つばめ電子図書館における1人あたりの貸

出冊数：人口68,164人のうち年間利用者数

10％を目標にすると貸出冊数6,816冊、現在

の実利用者456人で計算

・学校図書館・市立図書館のボランティアの

人数：R5実績

学校図書ボランティア146人+図書ボラン

ティア48人

小中19校で1人ずつ（19人）、3館で5人ずつ

（15人）増加を目指す。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）
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①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

体験的な学習の充実 社会教育課 子ども体験活動支援セ

ンターに知識・技能を

身につけた職員を配置

し、子ども体験活動の

企画・運営を行い、ま

た、学校・ＰＴＡ・子

ども会等で開催される

体験活動の相談に応じ

ます。

各公民館においても子

ども対象事業を行い、

豊かな人間性や自主

性、ボランティア精神

を育みます。

・子ども体験活動支援セン

ター事業

相談：575件

風の子くらぶ：前期30名/後

期22名

・公民館主催子ども対象事

業

中央公民館：5講座/72名

吉田公民館：3講座/52名

分水公民館：6講座/77名

・子ども体験活動支援セン

ター事業

相談：688件

風の子くらぶ：前期20名/後

期14名

・公民館主催子ども対象事

業

中央公民館：4講座/56名

吉田公民館：5講座/195名

分水公民館：5講座/59名

・子ども体験活動支援セン

ター事業

相談：640件

風の子くらぶ：前期30名/後

期30名

・公民館主催子ども対象事

業

中央公民館：6講座/100名

吉田公民館：3講座/60名

分水公民館：5講座/60名

B： おおむね

順調

・子ども体験活動支援セン

ター事業

相談件数は目標とおりで

す。

風の子くらぶは事業を終了

しました。

・公民館主催子ども対象事

業

コロナ禍の影響はありまし

たが、子どもたちに興味を

持ってもらえる講座の実施

に努めました。

継続

・公民館主催子ども対象事業

参加者には好評であるため、継続しま

す。

・公民館主催子ども対象事

業

中央公民館：5講座/100名

吉田公民館：5講座/130名

分水公民館：5講座/60名

中央公民館

①子ども彫金教室

 定員20名(工芸室) 

②こけ玉教室

 定員20名(第一会議室)

③切り紙教室

 定員20名(小ホール) 

④フラワーアレンジメント教室 定員20名

(小ホール)

⑤手づくり石けん教室

 定員20名(小ホール) 

吉田公民館

①子ども料理教室

 定員10名(調理室) 

②子ども茶道教室

 定員20名(図書館茶室) 

③多肉植物寄せ植え教室

 定員30名(大ホール)

④切りえ教室

 定員40名(大ホール)

⑤しめ縄かざり教室

中学生、高校生のボ

ランティア育成

こども未来

課

次の世代を担う子ども

たちにボランティアの

必要性や地域社会との

関わりを学ぶことを目

的とした「ボランティ

ア育成活動」を実施し

ます。

・中学生以上のボランティ

ア：延べ495人

延べ196人

・東児童センター

東っこランド（児童セン

ター夏祭り）高校生ボラン

ティア3人

・小中川児童館

小中川児童クラブまつり

（中学生１人）

・分水児童館

子どもスタッフ活動（小学5

年生以上192人）

・年間延べ315人 イベント開催時のボラン

ティアの受け入れを行いま

した。

D： 遅れてい

る

コロナ禍により受入を中止

し、令和5年度末において本

格的な再開に至っていない

児童館があるためです。

継続 引き続き、多様なボランティアの協力を

得ながら、多世代交流を図り、児童館等

の活動が、より豊かになるよう努めま

す。

・年間延べ315人 コロナ禍前に設定した目標の達成を目指しま

す。

子育てガイドの発行 こども未来

課

市で実施している各種

子育て支援サービス等

が、地域の皆さんに十

分周知されるよう、子

育てガイドを毎年作成

し、情報提供を行うと

ともに地域の子育てを

応援します。

年1回発行（発行数1,900

部）

年1回発行（発行数2,000

部）

年1回発行（発行数2,000

部）

妊娠届を提出された方や、

転入された方などに対し、

子育てガイドを発行し、各

種子育て支援サービスの周

知に努めました。

A： 順調 見やすい工夫を行いなが

ら、毎年発行しており、目

的は達成できているものと

考えています。

継続 市ホームページへの掲載を継続するとと

もに、見てもらうための工夫や誘導を行

います。また、電子媒体による情報発信

が主流となりつつありますが、子育てに

関する基礎情報を掲載したポケット版冊

子の需要は一定数あるため、継続が必要

と考えます。

年1回発行 修正を加えながら、最新の情報にて毎年発行

することが求められるためです。

子育て世代包括支援

センター※「妊娠か

らの子育て相談コー

ナー」

子育て応援

課

子育て世代包括支援セ

ンターとして、ワンス

トップ総合相談窓口を

設置し、妊娠・出産・

子育てについての各種

相談に応じます。切れ

目のない支援のため

に、関係機関との連絡

調整を行います。継続

支援が必要な場合、支

援プランを作成し、継

続的に支援します（平

成27年度開設）。

・相談件数面接相談：307件

電話相談：281件

支援プラン作成数：74件

・相談件数

  届出時面接相談 930件

  窓口・電話等 783件

・支援プラン

  作成件数 99件

継続支援が必要な人への支

援プランを100％作成し、切

れ目のない支援につなげま

す。

・令和2年度から、健康づく

り課に設置の子育て世代包

括支援センターと社会福祉

課の療育支援業務が子育て

支援課に再編統合され、妊

娠期から出産、18歳までの

子育て期の相談に幅広く対

応

・妊娠・出生・転入届出時

の保健師等による全数面談

・継続支援を要するケース

の支援プラン作成

A： 順調 届出時の面談を全数に実施

することできめ細かな把握

を行い、必要なケースに支

援プランを作成するととも

に、支援や窓口へつないで

います。

継続 継続支援が必要な人への支

援プランを100％作成し、切

れ目のない支援につなげま

す。

目標継続

・子ども体験活動支援セン

ター事業

事業の相談やコーディネー

ター

・公民館主催子ども対象事

業

通年および夏休み期間にお

いて、児童を対象とした講

座を開催しています。

中央公民館

・子ども彫金教室

・子どもこけ玉教室

・八丁堀切り絵教室 等

吉田公民館

・子ども茶道教室

・子ども生け花教室

・多肉植物の寄せ植え教室

・家族でしめ縄をつくろう 

等

分水公民館

・川柳、切り絵、やきもの

教室

・将棋教室 等

③こどもや若者への切れ目ない保健・医療の提供
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

燕市ホームページの

活用

こども未来

課

燕市のホームページで

各種講座などを紹介

し、多くの児童および

保護者等に情報提供を

行います。

・燕市ホームページを活用

した施設紹介：

児童館2施設（吉田、分水）

児童研修館1施設（こどもの

森）

・動画による施設紹介（す

こやか家族応援情報ペー

ジ）：

児童館２施設（分水、白山

町）

児童研修館１施設（こども

の森）

アクセス数8,014件 ・すこやか家族応援情報

ページ

アクセス数99,000件

施設の紹介のほか、各施設

のイベント情報や月１回発

行の施設だよりを掲載し、

保護者等に広く情報発信し

ています。

また、ホームページ以外に

も、SNSを活用し、効果的

な情報発信に努めていま

す。

令和5年度には、アルビレッ

クス新潟の島田選手を燕市

子育てサポーターに任命

し、ホームページに動画を

掲載することで、閲覧回数

の増加を目指しました。

D： 遅れてい

る

目標値の1割にも満たない状

態であるため。

継続 情報発信の形態が、紙媒体から電子媒体

に代わってきているため、重要なツール

として認識し、定期的な情報発信はもち

ろん、発信内容も充実させていく必要が

あると考えます。

アクセス数10,000件 当初の令和6年度目標は達成することが困難

であるため、見やすさはもちろんのこと、欲

しい情報が手に入るホームページづくりに努

め、25％増のアクセス数10,000件を目指しま

す。

【新】燕市健康・医

療・子育てLINE

子育て応援

課

本LINEにより、個人を

特定したプッシュ型で

の子育て情報の配信が

可能となり、健診の受

診勧奨など、個人に合

わせた子育て情報をタ

イムリーに受け取るこ

とができます。市民か

らニーズの高い「健

康・医療・子育て」情

報にアクセスしやすい

環境を作るとともに、

情報発信力の強化を図

ります。

—

・プッシュ通知配信総数：

16件 239人（延べ）

・配信予定

90件 2,304人（延べ）

・妊婦歯科検診受診勧奨

・出産・子育て応援事業

（妊娠5か月のアンケート提

出勧奨）

・HBC参加勧奨

・出生届の案内

・産後ケアのお知らせ

・新生児聴覚検査

・健康診査等予約システム

IDの新生児の登録勧奨

・2か月児育児相談会案内

継続 引き続き、妊婦や子育て世帯に向けた、

多様な情報配信に努めます。

90件 2,304人 令和6年度実績より、実施回数の維持

休日在宅当番医制度 健康づくり

課

日曜日、祝日、燕市医

師会の医師が交代で急

病の診療にあたりま

す。

・内科診療日数：71日（休

日）

診療延べ患者数：2,719名

・外科診療日数：68日（休

日）

診療延べ患者数：474名

・内科診療日数：70日

診療延べ患者数：2,136名

※平成31年4月から外科系診

療を廃止。

・実施率：100% 燕市医師会の医療機関が当

番制で休日の診療を実施。

A： 順調 日曜日、祝日のほぼ全日で

診療を実施できたため。

継続

県央医師会応急診療

所

健康づくり

課

日曜日、祝日、年末年

始、お盆は9:00～12:00

と13:00～16:30、土曜

日は14:00～16:30、夜

間は通年19:00～22:00

まで応急診療を行いま

す。

・診療日数：365日 ・診療日数：366日 ・実施率：100%（診療日数

365日）

夜間および休日における医

療体制を確保するために三

条市、加茂市、見附市南蒲

原郡、燕市の４つの医師会

が管理運営を行っている。

A： 順調 年間全日で診療を実施でき

たため。

継続

西蒲原地区休日夜間

急患センター休日急

患歯科診療所

健康づくり

課

日曜日、祝日、休日を

含む通年の夜間におけ

る応急診療を行ってい

ます。

日曜日、祝日の歯科応

急診療を行っていま

す。

・夜間における救急医療診

療日数：365日

診療延べ患者数：1,235名

・休日における歯科救急医

療診療日数：69日（休日）

診療延べ患者数：68名

・夜間における救急医療診

療日数：366日

診療延べ患者数：2,884名

・休日における歯科救急医

療診療日数：71日（休日）

診療延べ患者数：129名

・実施率：100% 夜間や休日に内科、小児

科、歯科に限り、軽症の救

急患者に応急処置を施し、

かかりつけ医に引き継ぐ外

来診療を行っている。

A： 順調 年間全日で診療を実施でき

たため。

継続
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

中学生、高校生と赤

ちゃんとのふれあい

事業

こども未来

課・子育て

応援課

中学生、高校生が赤

ちゃんとふれあうこと

で、将来の子育てを体

験し、子育ての喜びを

知るとともに、育児不

安の予防や虐待防止に

繋がるようにします。

赤ちゃんや保護者との

交流を通して、次代の

親の育成を図ります。

・白山町児童館

4/7（土）：小学生1人

7/14（土）：小学生2人

9/11（火）：高校生13人

10/27（土）：小学生2人、

中学生3人

・小中川児童館

11/28（水）：小学生16人

・分水児童館

夏休み期間中：赤ちゃんと

ふれあい月間

・分水児童館

夏休み期間中：赤ちゃんと

ふれあい月間

・命の大切さや育ててくれ

ている親への感謝の気持ち

を醸成するため、児童館事

業や職場体験を通じ、赤

ちゃんや幼児と中学生・高

校生等がふれあう機会をつ

くります。

【子育て応援課】

県立吉田高等学校で赤ちゃ

ん交流会の実施

【こども未来課】

夏休み期間中、分水児童館

にて、児童館に遊びにきた

子ども達と、子育て支援セ

ンターへ遊びに来ている親

子とが交流できる機会を提

供しました。

D： 遅れてい

る

コロナ禍の影響により、実

施を見送ったまま、再開に

至っていない児童館がある

ためです。

継続 赤ちゃんや幼児とふれあうことで命の大

切さを若い世代に伝える貴重な機会だと

認識しています。

【子育て応援課】

思春期世代が自らのライフ

デザインを描けるよう、乳

幼児とふれあう機会を創出

します。

【こども未来課】

・命の大切さや育ててくれ

ている親への感謝の気持ち

を醸成するため、児童館事

業や職場体験を通じ、赤

ちゃんや幼児と中学生・高

校生等がふれあう機会をつ

くります。

【子育て応援課】

「こども大綱」ライフステージ別重要事項よ

り引用

【新】プレコンセプ

ションケア事業

子育て応援

課

妊娠を考え始める前の

若い世代に対し、健康

管理に関する情報提供

を行うことで、若い世

代の健康増進、健やか

な妊娠･出産の実現、次

世代の子どもの健康に

つなげます。

・実施回数：10回 プレコンセプションケアの

推進、食の視点からの健康

管理セミナー、赤ちゃん交

流会の実施

継続 開催を継続し、内容の充実

に努めます。

令和5年度実績より、開催の維持

（再掲）図書館にお

ける子どもの読書活

動の推進

社会教育課 「第２次燕市子ども読

書活動推進計画」に基

づき、子どもが読書活

動に親しみ、読書習慣

を身につけるよう読書

環境の整備と充実に努

めます。

・市立図書館の15歳以下の

子どもの１人あたりの年間

貸出冊数（個人貸出）：5.90

冊

・市立図書館の点字図書・

布絵本・触る絵本の蔵書冊

数：97冊

・市立図書館の保育園、幼

稚園、認定こども園、学

校、児童館、子育て支援セ

ンターへの団体貸出冊数：

10,338冊

・市立図書館の学校向けス

タディパックの貸出数：15

セット

・「図書館を使った調べる

学習コンクール」への出品

数：48作品

・市立図書館のこどもの読

書週間中のイベント参加者

数：353人

・市立図書館の15歳以下の

子どもの１人あたりの年間

貸出冊数（個人貸出）：6.38

冊

・市立図書館の点字図書・

布絵本・触る絵本の蔵書冊

数：169冊

・市立図書館の保育園、幼

稚園、認定こども園、学

校、児童館、子育て支援セ

ンターへの団体貸出冊数：

12,881冊

・市立図書館の学校向けス

タディパックの貸出数：142

セット

・「図書館を使った調べる

学習コンクール」への出品

数：22作品

・市立図書館のこどもの読

書週間中のイベント参加者

数：317人

・市立図書館の15歳以下の

子どもの１人あたりの年間

貸出冊数（個人貸出）：6.00

冊

・市立図書館の点字図書・

布絵本・触る絵本・LLブッ

クの蔵書冊数：150冊

・市立図書館の学級文庫

パックの貸出数：20セット

・「図書館を使った調べる

学習コンクール」への出品

数：75作品

・市立図書館におけるおは

なし会参加人数：7,000人

夏休み巡回おはなし会や

ブックバスの取り組み等、

図書館側から出向いておは

なし会を行うことにより、

普段図書館へ来ることので

きない子どもたちにも本に

親しんでもらう取り組みを

実施しました。幼いころか

らの読書習慣の育成に注力

しました。

B： おおむね

順調

学級文庫パック等の数値が

好調であり、学校の連携が

うまくいっているといえま

す。

一方で、調べる学習コン

クールについては、応募作

品の質は上がっているた

め、積極的に取り組む児童

には定着しているものの、

児童全体をみると夏休み課

題の中からコンクールを選

んで応募してみようという

モチベーションにうまくつ

なげられていないように思

われます。

継続 ・学校図書館・市立図書館における図書

の貸出冊数を増やす取組を行います。

・子どもたちの不読率の改善に向けた取

組を推進します。

・つばめ電子図書館等の電子書籍による

読書の推進に努めます。

・図書館の児童図書の年間

貸出冊数：133,500冊

・乳幼児向けイベントのア

ンケート満足度：90%

・市内小学校における児童1

人当たりの年間貸出冊数：

81.4冊

・市内中学校における生徒1

人当たりの年間貸出冊数：

8.7冊

・「１ヶ月に本を１冊も読

まない」と回答した児童・

生徒の割合：小学生２％以

下、中学生８％以下

・18歳以下の年間貸出冊数

（個人貸出）：78,000冊

・つばめ電子図書館におけ

る1人あたりの貸出冊数：

14.9冊

・学校図書館・市立図書館

のボランティアの人数：228

人

・図書館の児童図書の年間貸出冊数：R13児

童予定数は2,670人（推定値）

R5現在児童1人当たり31.8冊児童図書を貸出

しているが、R13までに年間50冊を目標にす

ると2,670人×50冊＝133,500冊

・乳幼児向けイベントのアンケート満足度：

新規項目のため推定値

・市内小学校における児童1人当たりの年間

貸出冊数：目標未達成のため据え置き

・市内中学校における生徒1人当たりの年間

貸出冊数：目標未達成のため据え置き

・「１ヶ月に本を１冊も読まない」と回答し

た児童・生徒の割合：第五次「子どもの読書

活動の推進に関する基本的な計画」の不読率

改善における目標値

・18歳以下の年間貸出冊数（個人貸出）：

R13年度18歳以下の人口3,900人（推定値）

R5現在18歳以下1人当たり10.1冊貸出してい

るが、R13までに年間20冊を目標にすると

3,900人×20冊＝78,000冊

・つばめ電子図書館における1人あたりの貸

出冊数：人口68,164人のうち年間利用者数

10％を目標にすると貸出冊数6,816冊、現在

の実利用者456人で計算

・学校図書館・市立図書館のボランティアの

人数：R5実績

学校図書ボランティア146人+図書ボラン

ティア48人

小中19校で1人ずつ（19人）、3館で5人ずつ

（15人）増加を目指す。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

子どもの学習・生活

支援事業

子育て応援

課

生活困窮世帯等の子ど

もに対し、学習の援助

を行います。

生活困窮世帯等の子ど

も・その保護者に対

し、子どもの生活習慣

や育成環境の改善に関

する助言を行います。

生活困窮世帯等の子ど

もの進路選択その他の

教育および就労に関す

る問題につき、子ど

も・その保護者からの

相談に応じ、必要な情

報の提供や助言をし、

関係機関との連絡調整

を行います。

【新】子どもの貧困

対策の推進

子育て応援

課

子どもの貧困の連鎖を

防ぎ、子ども達が夢と

希望を持ち健やかに成

⾧できる取り組みを推

進していきます。

「燕市子どもの貧困対策検

討会議」設置

「燕市子どもの貧困対策検

討会議」を3回開催しまし

た。

・住民に最も身近な基礎的

自治体としての強みを活か

したサービスを提供してい

きます。

「燕市子どもの貧困対策検

討会議」で、子どもの貧困

対策について協議・検討を

行い、対策の検証および見

直しなどを行っていくとと

もに、子どもたちやその世

帯を支援する事業に取り組

んでいきます。

A： 順調 「燕市子どもの貧困対策検

討会議」で、子どもの貧困

対策の施策について協議・

検討行うとともに関係機関

と連携しながら施策を行う

ことができた。

統合 子どもの貧困対策の施策について、「燕

市子どもの貧困対策検討会議」を「子ど

も・子育て会議」に統合し、子ども・子

育て支援施策とともに一体的に対策の検

証および見直しなどを行っていくととも

に、子どもたちやその世帯を支援する事

業に取り組んでいきます。

・住民に最も身近な基礎的

自治体としての強みを活か

したサービスを提供してい

きます。

国・県・市それぞれの役割を明確にし、市が

行うべき支援策を着実に実施していくため。

【新】保護者等に対

する支援

社会福祉課 フードドライブ＋ 実施なし 食品：3,543kg

生活用品：589kg

食品：3,700kg

生活用品：630kg

フードバンク活動の支援及

び連携強化のため、フード

ドライブ＋（プラス）を実

施し、ひとり親世帯や生活

困窮世帯など、支援を必要

としている世帯にフードバ

ンクを通じて食品や生活用

品を配布します。

A： 順調 まだ活動自体を知らない人

が多く、広報周知に力を入

れています。結果、寄附量

は増加しており、目標寄附

量を達成しています。

継続 フードバンクへの寄附量が足りていない

ため、引き続き市民からの寄附を募って

活動の支援を行います。

食品：3,900kg

生活用品：660kg

（案）

広報周知により寄附量が増加することを見越

し、令和6年度目標＋5%を目標とします。

障がい児保育・教育 こども未来

課

障がいのある子どもに

ついて、保育園や認定

こども園での集団保

育・教育を基本とし、

適切な環境の下で健常

児とともに成⾧できる

よう受け入れ体制を整

え、さまざまな障がい

に対応した保育・教育

を行います。

・公立幼稚園：1人

・公立保育園：50人

・私立保育園：1人

・公立認定こども園：9人

・私立認定こども園：32人

合計93人

※認定こども園は1号認定を

含む。

・公立幼稚園：0人

・公立保育園：44人

・私立保育園：6人

・公立認定こども園：14人

・私立認定こども園：27人

合計91人

※認定こども園は1号認定を

含む。

・障がいなど特別な配慮を

必要とする子どもが、他の

子どもとの生活や遊びを通

してともに成⾧できるよう

に、個別の指導計画を立て

て支援をしていきます。

 子どもの発達過程や障が

いの状況を把握し、障がい

のある子どもが他の子ども

との生活や遊びを通してと

もに成⾧できるよう、特別

な配慮が必要な子どもには

職員を加配するなどして教

育・保育を行います。ま

た、サポートチームと連携

して子どもの成⾧を支援し

ます。

B： おおむね

順調

障がいのある子ども以外に

も、個別の指導計画を立て

て支援できているため。

継続 ・障がいなど特別な配慮を

必要とする子どもが、他の

子どもとの生活や遊びを通

してともに成⾧できるよう

に、個別の指導計画を立て

て支援をしていきます。ま

た、サポートチームと連携

して子どもの成⾧を支援し

ます。

障がいなど特別な配慮を必要とする子ども

が、集団生活や地域社会に参加できるように

子どもの成⾧を支援するため。

療育相談会《ひよこ

相談会 幼児発達相

談会 療育相談》

子育て応援

課

乳幼児の心身の発達の

遅れやその疑いがある

子どもと関わりにくい

子どもを持つ保護者に

対し、専門家による相

談や指導を行います。

・実施回数：年34回

・相談人数：114人

・相談数130件

・実施回数：年40回

・相談人数：108人

・相談数127件

・実施回数：年34回

相談希望者がタイムリーに

相談できる体制を維持す

る。

言語聴覚士･小児科医師･臨

床発達心理士による個別相

談を実施

A： 順調 言語聴覚士による相談会が

年25回、小児科医師による

相談会が年12回、臨床発達

心理士による相談会を年3回

の合計40回実施し、相談希

望者がタイムリーに相談で

きる体制を維持できてい

る。

継続 年40回以上開催し、相談希

望者がタイムリーに相談で

きる体制を維持します。

令和5年度実績より、実施回数の維持増加

療育教室「親子のび

すく教室」

子育て応援

課

遊びを通して子どもの

成⾧発達を促す具体的

な関わりを保護者が学

ぶ教室を実施します。

・実施回数：年24回

・参加者数：33人（延べ参

加者数205人）

・教室紹介した乳幼児の参

加率：78.6％

・実施回数：年24回

・教室紹介した乳幼児の参

加率：61.9％

・教室に紹介した乳幼児の

参加率：80％

乳幼児健康診査等の結果、

必要と思われる児とその保

護者を対象に親子あそびを

中心としたプログラムを実

施

C： やや遅れ

ている

教室紹介した乳幼児の参加

率は61.9％であるが、育児相

談会や訪問等他の保健事業

でフォローしている。

継続 年24回の開催を継続し、内

容の充実に努めます。

令和5年度実績より、実施回数の維持

④貧困家庭のこども・若者への支援

⑤障がい等のあるこども・若者への支援

9/37



④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

【新】療育支援事業

（R2~）

子育て応援

課

特別な配慮を要する子

どもの早期からの支援

体制を整備し、就学へ

の切れ目のない支援に

つなげます。

ー 令和元年度までの取組に加

え新たな取り組みを実施

【令和元年度以前からの取

組】

・実務者研修

・保護者講座

【令和2からの新規取組】

・保育園等への巡回訪問

・保育園等への発達支援

コーディネーターの配置と

育成研修

・保育園等における支援計

画等様式の統一化

これまでの取組を継続する

とともに実態把握に努め、

既存の体制を活かしつつ新

たな課題に対する体制整備

に取り組みます。

【令和5年度以前からの取

組】

・実務者研修

・保護者講座

・保育園等への巡回訪問

・保育園等への発達支援

コーディネーターの配置と

育成研修

・保育園等における支援計

画等様式の統一化

【令和6年度からの新規取

組】

・年中児発達相談

B： おおむね

順調

実態に沿って支援体制の整

備を進めることができた。

継続 これまでの取組を継続する

とともに実態把握に努め、

既存の体制を活かしつつ新

たな課題に対する体制整備

に取り組みます。

目標継続

【新】居宅介護 社会福祉課 自宅で介護が必要な人

に、入浴、排せつ、食

事などの介助を行いま

す。

・利用者数：59人/月 ・利用者数：62人/月 ・利用者数：61人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調 利用の必要がある人に対

し、適切にサービス提供を

行いました。

継続 障害者総合支援法で定められた国の制度

であり、継続して実施します。

・利用者数：61人/月 「燕市障がい者基本計画・第7期燕市障がい

福祉計画・第3期燕市障がい児福祉計画」よ

り

過去平均伸び率を加味

【新】短期入所 社会福祉課 自宅で介護を行う人が

病気等の場合に、障が

い者支援施設やその他

の施設へ短期間入所

し、入浴、排せつ、食

事等の介護、その他必

要な支援を行います。

・利用者数：44人/月 ・利用者数：45人/月 ・利用者数：47人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調 利用の必要がある人に対

し、適切にサービス提供を

行いました。

継続 障害者総合支援法で定められた国の制度

であり、継続して実施します。

・利用者数：47人/月 「燕市障がい者基本計画・第7期燕市障がい

福祉計画・第3期燕市障がい児福祉計画」よ

り

過去平均伸び率を加味

【新】移動支援事業 社会福祉課 屋外での移動が困難な

障がいのある人に対

し、社会生活上必要不

可欠な外出や余暇活動

等の社会参加のための

外出の際の移動を支援

します。

・利用者数：35人/月 ・利用者数：46人/月 ・利用者数：53人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調 利用の必要がある人に対

し、適切にサービス提供を

行いました。

継続 障害者総合支援法で定められた国の制度

であり、継続して実施します。

・利用者数：53人/月 「燕市障がい者基本計画・第7期燕市障がい

福祉計画・第3期燕市障がい児福祉計画」よ

り

過去平均伸び率を加味

【新】訪問入浴サー

ビス事業

社会福祉課 自宅での入浴が困難

な、身体に障がいのあ

る人に対して、移動入

浴車による入浴サービ

スを提供します。

・利用者数：5人/月 ・利用者数：3人/月 ・利用者数：3人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調 利用の必要がある人に対

し、適切にサービス提供を

行いました。

継続 障害者総合支援法で定められた国の制度

であり、継続して実施します。

・利用者数：3人/月 「燕市障がい者基本計画・第7期燕市障がい

福祉計画・第3期燕市障がい児福祉計画」よ

り

平成30～令和4年度の実績の平均値で推計

日中一時支援事業 社会福祉課 障がいのある人が日中

の活動の場を確保し、

見守りや社会に適用す

るための日常的な訓練

等を支援するととも

に、家族の就労支援お

よび一時的な休息を図

ることを目的に実施し

ます。

・利用者数：46人/月 ・利用者数：46人/月 ・利用者数：53人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調 利用の必要がある人に対

し、適切にサービス提供を

行いました。

継続 障害者総合支援法で定められた国の制度

であり、継続して実施します。

・利用者数：53人/月 「燕市障がい者基本計画・第7期燕市障がい

福祉計画・第3期燕市障がい児福祉計画」よ

り

平成30～令和4年度の実績の平均値で推計

特別児童扶養手当 社会福祉課 障がい児の福祉の増進

を図ることを目的に、

申請により支給する手

当です。

・支給件数：143件 ・支給件数：184件 ・支給件数：141件 広報、ホームページ、障が

い者福祉のしおりで制度の

周知啓発を行いました。

A： 順調 軽・中等度の精神障がい児

や知的障がい児の増加が申

請件数増加の要因の一つと

推察されます。

継続 国の制度であり継続して実施します。  国の制度であり、継続し

て実施します。（247件）

①R5年度末 184件

②R6～R10 20歳到達者62件

③新規見込 25名×5年＝125件

④R11年度目標

①－②+③＝247件

障がい児福祉手当 社会福祉課 障がい児の福祉の増進

を図ることを目的に、

申請により支給する手

当です。

・支給件数：42件 支給件数 38件 ・支給件数：40件 広報、ホームページ、障が

い者福祉のしおりで制度の

周知啓発を行いました。

B： おおむね

順調

20歳到達で資格喪失となる

制度であり、少子化が申請

件数減少の要因の一つと推

察されます。

継続 国の制度であり継続して実施します。  国の制度であり、継続し

て実施します。（37件）

①R5年度末 38件

②R6～R10 20歳到達者11件

③新規見込 2名×5年＝10件

④R06年度目標

①－②+③＝37件
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

障害児相談支援 子育て応援

課

障がいのある児童また

は保護者の意向を踏ま

えて障害児支援利用計

画を作成し、サービス

等の利用状況の検証

（モニタリング）を行

い、障害児支援利用計

画の見直しを図りなが

ら、適切な支援に努め

ます。

・利用者数：38人/月 ・利用者数：48人/月 ・利用者数：62人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

B： おおむね

順調

サービス利用時に、障害児

利用計画の作成は必須のた

め、児童発達支援、放課後

等デイサービス利用者が増

えることに伴い相談支援も

増加しています。

継続 「児童福祉法」で定められた国の制度で

あり、継続して実施します。

・利用者数：68人/月 「燕市障がい者基本計画・第7 期燕市障がい

福祉計画・第3 期燕市障がい児福祉計画」令

和５年度実績より

R8見込量と同等を想定

児童発達支援事業 子育て応援

課

未就学の障がい児に日

常生活における基本的

な動作及び知能技能の

習得並びに集団生活へ

の適応のための支援そ

の他の必要な支援又は

これに併せて治療を行

います。

・利用者数：56人/月 ・利用者数：68人/月 ・利用者数：88人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

B： おおむね

順調

重症心身障がい児を主とす

る事業所が開設されたこ

と、早期療育に取り組んだ

こと等により利用者、利用

回数が増加しています。

継続 「児童福祉法」で定められた国の制度で

あり、継続して実施します。

・利用者数：86人/月 「燕市障がい者基本計画・第7 期燕市障がい

福祉計画・第3 期燕市障がい児福祉計画」よ

り

①R2-R4伸び率平均104％ずつ増加するもの

と見込む

②医療型1人/月を想定

③R8見込量×1.04…R10×1.04＝R11見込量

+1人

【新】居宅訪問型児

童発達支援

子育て応援

課

児童の居宅を訪問し、

日常生活における基本

的な動作及び知識技能

の習得、生活能力向上

のために必要な支援そ

の他必要な支援を行

う。

・利用者数：0人/月 ・利用者数：0人/月 ・利用者数：1人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

B： おおむね

順調

R3年度以降利用者はおりま

せん。利用希望者がいた場

合、対応していきます。

継続 「児童福祉法」で定められた国の制度で

あり、継続して実施します。

・利用者数：1人/月 「燕市障がい者基本計画・第7 期燕市障がい

福祉計画・第3 期燕市障がい児福祉計画」よ

り

①市内事業所の開設により１名推計、月２日

の利用日数を想定

放課後等デイサービ

ス

子育て応援

課

就学中の障がい児に、

放課後や夏休み等の⾧

期休暇中において、生

活能力の向上のために

必要な支援、社会との

交流の促進等を行いま

す。

・利用者数：82人/月 ・利用者数：118人/月 ・利用者数：98人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調 重症心身障がい児を主とす

る事業所が開設されたこ

と、早期療育に取り組んだ

こと等により利用者、利用

回数が増加しています。

継続 「児童福祉法」で定められた国の制度で

あり、継続して実施します。

・利用者数：165人/月 「燕市障がい者基本計画・第7 期燕市障がい

福祉計画・第3 期燕市障がい児福祉計画」よ

り

①R3-R5伸び率平均105％ずつ増加するもの

と見込む

②R8見込量×1.05…R10×1.05＝R11見込量

保育所等訪問支援 子育て応援

課

保育所等に通う障がい

児に対して、障がい児

以外の児童との集団生

活への適応のための専

門的な支援やその他必

要な支援を行います。

・利用者数：2人/月 ・利用者数：10人/月 ・利用者数：2.6人/月 ホームページ、障がい者福

祉のしおり等で制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調 保育園等、訪問される側が

支援を理解し利用始めたこ

と等により、利用者、利用

回数が増加しています。

継続 「児童福祉法」で定められた国の制度で

あり、継続して実施します。

・利用者数：13人/月 「燕市障がい者基本計画・第7 期燕市障がい

福祉計画・第3 期燕市障がい児福祉計画」よ

り

①実績より、サービス利用者（児発+放デ

イ）の4.5％が利用しているため、各年のサー

ビス利用者×5％で見込む

【新】心身障害者扶

養共済制度

社会福祉課 障がいのある人を扶養

している保護者が、自

らの生存中に毎月一定

の掛金を収めることに

より、保護者が死亡ま

たは重度障がいになっ

たときに、残された障

がいのある人に終身一

定額の年金を支給する

制度です。

加入者数 100人 加入者数 101人 加入者数 100人 ホームページ、障がい者福

祉のしおりで制度の周知啓

発を行いました。

A： 順調 年間平均2件ほど新規申請が

あります。要件を満たす方

には手帳交付時に制度の案

内をしており、件数増加の

要因の一つと推察されま

す。

継続 新潟県が実施主体となっている制度であ

り、継続して実施します。

新潟県が実施主体となって

いる制度であり、継続して

実施します。（101人）

①R5年度 101人

②年金請求見込 2人×5年＝10人

③新規見込 2人×5年＝10人

①－②+③＝101人

【新】燕市在宅重度

心身障害者等介護手

当

社会福祉課 精神、または身体に障

がいを有する方の福祉

の増進を図ることを目

的に、申請により支給

する手当です。

支給件数 122人 支給件数 104人 新規のためなし 広報、ホームページ、障が

い者のしおりで制度の周知

啓発を行いました。

B： おおむね

順調

65歳到達で資格喪失となる

制度であり、少子化が申請

件数減少の要因の一つと推

察されます。

継続 燕市が実施主体となっている制度であ

り、継続して実施します。

燕市が実施主体となってい

る制度であり、継続して実

施します。（107件）

①R5年度 104件

②R6～R10 65歳到達者2件

③新規見込 1名×5年＝5件

①－②+③＝107件
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

【新】自立支援医療

（精神通院医療）の

給付

社会福祉課 精神疾患の外来通院に

かかる医療費の自己負

担を軽減します。医療

保険の自己負担限度額

まで原則1割の自己負担

があり、世帯の所得状

況に応じて月額負担上

限が設定され、自己負

担が軽減される場合が

あります。

・新規、再認定申請件数  

  1060件

・新規、再認定申請件数  

  1561件

給付申請には、100％対応し

ます。

障がい者福祉のしおりで制

度の周知啓発を行いまし

た。

A： 順調 平成30年度 から令和5年度

での申請件数が501件増。今

後も増加傾向にあります。

継続 継続して実施します。 障がい者のしおりで制度の

周知啓発を行います。

 令和5年度実績のとおりです。

【新】精神障害者保

健福祉手帳

社会福祉課 精神保健及び精神障害

者保健福祉に関する法

律に基づき交付される

もので、障害者総合支

援法等による各種の福

祉サービス等を受ける

ことができます。

・所持者数：550件 ・所持者数：719件 手帳申請には、100％対応し

ます。

障がい者福祉のしおりで制

度の周知啓発を行いまし

た。

A： 順調 平成30年度 から令和5年度

での所持者数が169件増。今

後も増加傾向にあります。

継続 継続して実施します。 障がい者のしおりで制度の

周知啓発を行います。

 令和5年度実績のとおりです。

補装具費支給、日常

生活用具給付事業

社会福祉課 ・補装具費支給事業

障がいのある人の身体

機能を補完、または代

替し、かつ⾧期間にわ

たり継続して使用され

る義肢、装具、車いす

等を障がい児の保護者

からの申請に基づき支

給します。

・日常生活用具給付事

業

重度の障がいのある人

に対し、申請により自

立生活支援用具等日常

生活用具の給付を行い

ます。

・補装具支給件数：154件

・日常生活用具支給等件

数：1,410件

・補装具費支給件数：188件

・日常生活用具給付件数：

1,567件

 障害者総合支援法で定め

られた国の制度であり、継

続して実施します。支給・

給付申請には、100％対応し

ます。

 ホームページ、障がい者

福祉のしおりで制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調  身体障害者手帳の新規交

付の方へは、障がい者福祉

のしおりで、その人が利用

できる制度の説明を行って

います。

 障がいの種類や等級に

よって、補装具や日常生活

用具の支給や給付について

も説明をしているので、件

数増加の一因になったと推

測されます。

 「障害者総合支援法」で定められた国

の制度であり、継続して実施します。

 支給・給付申請には、

100％対応します。

 令和5年度実績のとおりです。

【新】自立支援医療

（育成医療）

社会福祉課  障がい児の日常生活

能力の回復向上を図る

ため、手術等の治療に

よって確実に効果が期

待できるものに対し、

その障がいを除去又は

軽減に必要な医療の給

付を行います。

・対象人数：31人     

 ・利用延べ件数：49件

・対象人数：28人     

 ・利用延べ件数：49件

 障害者総合支援法で定め

られた国の制度であり、継

続して実施します。給付申

請には、100％対応します。

 ホームページ、障がい者

福祉のしおりで制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調  保護者からの申請に基づ

き、給付を行いました。

 平成30年度から令和5年度

まで、対象人数の実績が、

およそ30人となっていま

す。

 「障害者総合支援法」で定められた国

の制度であり、継続して実施します。

 給付申請には、100％対応

します。

 令和5年度実績のとおりです。

【新】身体障害者手

帳

社会福祉課  障がいのある人の日

常生活及び社会生活を

総合的に支援及び援助

し、必要に応じて保護

し、身体障害者の福祉

の増進を図ることを行

います。

・手帳所持者数：3,216人 ・手帳所持者数：2,918人 障害者総合支援法で定めら

れた国の制度であり、継続

して実施します。交付申請

には、100％対応します。交

付申請で交付が難しい方に

も医師と協力し、交付出来

るよう善処します。

 ホームページ、障がい者

福祉のしおりで制度の周知

啓発を行いました。

A： 順調  保護者からの申請に基づ

き、申請を行いました。

 平成30年度から令和5年度

まで、手帳所持者数は298人

減となっています。

 「障害者総合支援法」で定められた国

の制度であり、継続して実施します。

 交付申請には、100％対応

し、交付が難しい方も医師

と協力し、交付出来るよう

善処します。

 令和5年度実績のとおりです。

【新】療育手帳 社会福祉課  障がいのある人の日

常生活及び社会生活を

総合的に支援及び援助

し、必要に応じて保護

し、知的障害者の福祉

の増進を図ることを行

います。

・手帳所持者数：638人 ・手帳所持者数：679人 障害者総合支援法で定めら

れた国の制度であり、継続

して実施します。申請の難

しい3歳未満も聞き取り行い

ながら、申請を出来るよう

に努めます。

 ホームページ、障がい者

福祉のしおりで制度の周知

啓発を行いました。

B： おおむね

順調

 保護者からの申請に基づ

き、申請を行いました。

 平成30年度から令和5年度

まで、手帳所持者数は41人

増となっています。

 「障害者総合支援法」で定められた国

の制度であり、継続して実施します。

 4歳以上の交付申請には、

100％対応し、3歳未満の申

請は聞き取りを行いながら

申請出来るように務めま

す。

 令和5年度実績のとおりです。

たんぽぽの会 子育て応援

課

障がいのある子の保護

者間で親睦を深め、相

互支援効果を引き出し

ます。

・開催数：年12回

参加者実数：23組

参加延べ人数：101人

・開催数：年12回 開催の継続 障がいや発達のある子ども

をもつ保護者同士の情報交

換

A： 順調 年12回開催継続できてい

る。

継続 年12回の開催を継続し、内

容の充実に努めます。

令和5年度実績より、実施回数の維持

⑥その他特別な配慮が必要なこども・若者への支援
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

犯罪被害者支援ネッ

トワーク・警察署と

の連携

生活環境課 市が警察やにいがた被害者

支援センターなどへの相談

するための窓口となってい

る。

令和4年3月28日に燕市犯罪

被害者等支援条例を公布

し、犯罪被害者等への支援

や各関係機関との連携をよ

り明確に行えるよう整備し

た。

・条例に基づいた相談窓口

や支援内容等のＰＲに努め

ます。

相談があった場合、当市で

作成した犯罪被害者等支援

業務窓口対応シートを基に

関係機関を案内する。

A： 順調 特化条例の公布によるも

の。

継続 継続 継続

【新】ヤングケア

ラーサポート事業

子育て応援

課

ヤングケアラーの早期

発見と適切な支援につ

なげるため、周知啓発

による理解の促進を図

るとともに、職員等の

相談力向上を図りま

す。

令和5年度から新規事業化の

ため実績なし

①小中高校生や障がい者や

高齢者の支援機関等にチラ

シを配布することで周知啓

発を実施

②庁内にヤングケアラーサ

ポートプロジェクトチーム

を立ち上げ、啓発方法や支

援策の検討を実施

【実績】①②の事業計画の

実施率100％

事業計画進捗率100％ ①学校（担任等）や相談関

係者向けのアセスメントに

関する継続的な研修の実施

②新設、既存の窓口・サー

ビスがパッケージ化された

情報を子どもへ周知

③国の補助メニューに追加

された子育て世帯訪問支援

事業の実施

B： おおむね

順調

概ね予定通り事業計画を実

施している。

継続 ヤングケアラーの早期発見と適切な支援

につなげるため、周知啓発による理解の

促進を図るとともに、職員等の相談力向

上を図ります。

ヤングケアラーの早期発見

と適切な支援につなげるた

め、周知啓発による理解の

促進を図るとともに、職員

等の相談力向上を図りま

す。

R6年6月に一部改正された子ども・子育て支

援法の趣旨に基づき実施します。

【新】子育て世帯訪

問支援事業

子育て応援

課

国の制度を活用し、家

事や育児等に不安を抱

える子育て家庭、ヤン

グケアラー、支援の必

要性が高い妊産婦等が

いる家庭に支援員が訪

問し、不安や悩みの相

談を受けるとともに、

家事や育児等の支援を

行います。

令和6年度から新規事業化の

ため実績なし

家庭と養育環境を整えるた

めサポートプランを作成

し、丁寧に関わっていきま

す。

対象：家事や育児等に不安

を抱える子育て家庭、ヤン

グケアラー、支援の必要性

が高い妊産婦等がいる家庭

内容：市が委託した事業所

の訪問支援員が訪問し、不

安や悩みの相談を受けると

ともに、家事や育児等の支

援を行います。

新規 児童、保護者、妊婦からの相談や関係機

関からの情報提供により対象者を把握

し、障がい福祉サービス、介護保険サー

ビス等との整合性を考慮しながら事業を

実施していきます。

家庭と養育環境を整えるた

めサポートプランを作成

し、丁寧に関わっていきま

す。

こども家庭センターにおいては相談から支援

につなぐマネジメントを行い、子育て困難家

庭等を支援することが求められているため。

要保護児童等対策事

業

子育て応援

課

要保護児童対策地域協

議会に相談体制の充実

を図るため保健師、家

庭児童相談員を配置

し、虐待など児童に関

する様々な相談に対す

る早期対応と関係機関

との連携により要保護

児童や保護者への適切

な保護および支援を図

ります。

・要保護児童対策地域協議

会

代表者会議：1回開催（関係

機関代表者の共通理解）

実務者会議：12回開催

（ケースの進行管理・重症

度判定）

個別ケース検討会議：66回

開催（44ケース支援策検

討・支援の実施）

・虐待相談件数：71件

・その他の児童相談件数：

52件

・要保護児童対策地域協議

会

代表者会議：1回開催（関係

機関代表者の共通理解）

実務者会議：12回開催

（ケースの進行管理・重症

度判定）

個別ケース検討会議：53回

開催（75ケース支援策検

討・支援の実施）

・虐待相談件数：198件

・その他の児童相談件数：

24件

・関係機関との連携をより

強化し特定妊婦等早期から

の対応と定期的な要保護児

童等の進行管理のもと、適

切な支援を実施し児童虐待

の未然防止に努めます。

要保護児童対策地域協議会

に相談体制の充実を図るた

め保健師、社会福祉士、家

庭児童相談員を配置し、虐

待など児童に関する様々な

相談に対する早期対応と関

係機関との連携により要保

護児童や保護者への適切な

保護および支援を行ってお

ります。

A： 順調 要保護児童対策地域協議会

に相談体制の充実を図るた

め、専門職等の人員の適正

な配置を行い、虐待など児

童に関する様々な相談に対

する早期対応と関係機関と

の連携により要保護児童や

保護者への適切な保護およ

び支援の実施に努めること

ができました。また、重症

化事例はありませんでし

た。

継続 要保護児童対策地域協議会に相談体制の

充実を図るため、専門職等の人員の適正

な配置に努めるとともに、虐待など児童

に関する様々な相談に対する早期対応と

関係機関との連携により要保護児童や保

護者への適切な保護および支援を図りま

す。

・関係機関との連携をより

強化し特定妊婦等早期から

の対応と定期的な要保護児

童等の進行管理のもと、適

切な支援を実施し児童虐待

の未然防止に努めます。

児童虐待防止法に則って実施しているため。

【新】ゲートキー

パー要請講座

⑦こども・若者の安全を守る環境整備

犯罪被害者は、生活支

援や相談など、多岐に

わたる支援が必要とな

ります。

支援にあたっては、尊

厳をもった処遇を権利

として保障し、個々の

事情に応じて適切に行

われる必要があり、途

切れることなく、住民

の総意を形成しながら

展開されることが必要

です。

これらのことから、総

合的な被害者支援を行

うため、警察、司法、

医療、児童相談所、報

道機関等の被害者支援

に関係する機関・団体

等がそれぞれ連携し、

専門的立場での支援が

重要となることから、

相談の窓口としての役

割を担います。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

安全安心な公園整

備・遊具の再設置

都市計画課 遊具をはじめとした公

園内の設備について、

老朽化による危険性・

不便性を解消するた

め、改修および再設置

を行います。また、樹

木等の管理を徹底する

ことにより、快適に公

園を利用してもらえる

よう努めます。

公園を安全安心な環境に保

つように努めました。

公園を安全安心な環境に保

つように努めました。

・公園を安全安心な環境に

保ち老朽化遊具による事故

０に努めます。

・老朽化による遊具等公園

内設備設備の回収及び入れ

替え工事。

・樹木等の剪定及び草刈り

等の維持管理。

A： 順調  年１回の遊具定期点検を

行い、老朽化した遊具につ

いて、撤去を実施し、必要

に応じて再設置しました。

また樹木の生⾧

状況を確認し、必要に応じ

て剪定、草刈り等を実施し

ました。

継続 公園の遊具等、「こども・子育て支援事

業債」を活用できる事業については、燕

市こども計画に位置付けます。

・公園を安全安心な環境に

保ち老朽化した遊具による

事故0に努めます。

老朽化遊具による事故件数の抑制。

防災教育の推進 防災課 防災の基本である「自

助」「共助」の考え方

を中心に防災知識の習

得と防災意識の向上を

目的とした学習機会を

充実します。

・講座等実施回数：５回

⾧善館学習塾防災キャンプ

燕南小学校防災学習

島上小学校防災会議

吉田小学校総合学習親子防

災バスツアー

・防災キャラバンを11校で

合計15回開催

・その他3件

市内児童館地震避難訓練

燕東小学校4年生防災授業

小中川児童館防災講座

・子どもと一緒に防災活動

に取り組む地域コミュニ

ティの数：7件

・小中学校で防災キャラバ

ンを実施

・小学校や児童館で防災講

座を実施

A： 順調 防災キャラバンおよび防災

講座等の合計実施が18件と

なっており、目標値を上

回っている。

教育委員会や地域コミュニティと連携し

た防災教育の拡充を図ります。

防災キャラバンの件数10件

対象に子どもを含む防災講

座等の件数5件

防災キャラバンについては市内に19校ある

小・中学校を2年間で1周することを目標とし

ており、年間では10件を目標として継続的に

実施している。

防災講座等は10％増×5年間＝50％増加（令

和6年度を令和5年度同様に3件とした場合、3

×1.5＝4.5）

保育園・認定こども

園交通安全教室

生活環境課 保育園・認定こども園

の園児の交通ルールの

習得と交通安全意識の

高揚を図るため、交通

安全教室を開催しま

す。

春：13園で13日間実施

秋：13園で13日間実施

春：13園で13日間実施

秋：8園で8日間実施

・全保育園・認定こども園

で実施

主に燕市交通公園を会場と

して、運送業者および交通

安全協会を講師として、各

園に対し交通安全教室を開

催。

B： おおむね

順調

開催実績による。一部の私

立園が未開催。

教室開催を継続 ・全保育園・認定こども園

で実施

教室開催を継続

小学校、中学校交通

安全教室

生活環境課 小学生、中学生の交通

ルールの習得と交通安

全意識の高揚を図るた

め、交通安全教室を開

催します。

21校で22日間実施 20校で21日間実施 ・全小中学校で実施 警察および交通安全協会を

こうしとして、各校で自転

車教室（小学校低学年には

歩行教室）を開催。

B： おおむね

順調

開催実績による。中学校１

校が未開催。

教室開催を継続 ・全小中学校で実施 教室開催を継続

幅の広い歩道の整備 都市計画課 道路を通行する歩行者

の保護のため歩道と車

道を分離します。

幅員は車椅子、ベビー

カー等の利用を考慮し

て広くします。

平成２７年度に五千石野中

才線全線開通しました。

—

令和元年度目標達成により事業完了。

犯罪等の被害防止活

動の推進

生活環境課 防犯意識の普及高揚を

図ります。

自主的地域安全活動に

対する支援を行いま

す。

犯罪抑止対策への支援

などの活動を通して犯

罪等の被害防止に努め

ます。

刑法犯認知件数

平成25年：608件⇒平成30

年：318件（△290件）

少年補導件数

平成25年：26件⇒平成30

年：18件（△8件）

刑法犯認知件数

令和5年：231件

少年補導件数

令和5年：1件

・刑法犯認知件数及び少年

補導件数をさらに減らすよ

う、これまでの取組を継続

しつつ、最新の犯罪動向を

的確に捉えた効果的な防犯

活動に努めます。

燕警察署により以下の取組

を実施。

・地域安全活動の積極的な

推進

・各地区防犯組合の相互連

携と防犯ボランティア活動

に対する支援

・防犯意識の高揚と広報啓

発活動の推進

・少年非行防止活動と健全

育成活動の推進

・子ども、女性、高齢者等

の社会的弱者に対する防犯

対策の推進

・公共空間における防犯カ

メラの設置に関する支援活

動の推進

B： おおむね

順調

防犯組合連合会等の総会で

の実施報告。

これまでの取組を継続しつつ、最新の犯

罪動向を的確に捉えた効果的な防犯活動

に努めます。

各件数のさらなる減少や少

数の維持。

これまでの取組を継続しつつ、最新の犯罪動

向を的確に捉えた効果的な防犯活動に努め

る。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

防犯講習の実施 生活環境課 各地区防犯組合におい

て、地域の防犯意識の

高揚を図り、犯罪等か

らの被害を防止するた

め、燕警察署と連携し

た中で、防犯講習会を

実施します。

燕警察署生活安全課の

防犯講話、地域の各学

校⾧の講話、防犯ビデ

オの上映等を行いま

す。

各地区防犯組合、自治会、

まちづくり協議会において

防犯講習会を実施。

各地区防犯組合、自治会、

まちづくり協議会において

防犯講習会を実施。

・警察署と連携して各地区

防犯組合が防犯講習会等を

継続して実施できるよう支

援し、犯罪の実例を踏まえ

た中で犯罪被害にあわない

ためにどうしたらよいかな

どの適切な情報提供を行う

ことで、地域の防犯意識の

高揚を図る。

・市民防犯講座の開催。

・各地区において防犯講習

会を開催。

B： おおむね

順調

各地区の防犯組合総会での

実績報告。

警察署と連携し、講習会開催を継続 ・警察署と連携して各地区

防犯組合が防犯講習会等を

継続して実施できるよう支

援し、犯罪の実例を踏まえ

た中で犯罪被害にあわない

ためにどうしたらよいかな

どの適切な情報提供を行う

ことで、地域の防犯意識の

高揚を図る。

警察署と連携し、講習会開催を継続

安全パトロールの実

施

生活環境課 路上などで見ず知らず

の人を襲う「通り魔殺

人」事件や女性・子ど

もを被害者とする事件

が相次ぐ中、「地域の

安全は地域で守る」

「自分たちの安全は自

分たちで守る」活動の

重要性が求められるこ

とから、各地区防犯組

合、警察署、ＰＴＡ、

学校関係者による防犯

パトロールを実施して

犯罪の防止に努めま

す。

各地区自治防犯組合におい

て自主的に実施。

各地区自治防犯組合におい

て自主的に実施。

・警察や交番との適切な連

携により、各地区の防犯組

合等が効果的な防犯パト

ロールを実施できるよう市

が支援することで、地域に

おける犯罪の未然防止を図

り、犯罪認知件数の減少に

つなげます。

・警察や交番と連携し、各

地区の防犯組合等による防

犯パトロールの実施。

B： おおむね

順調

各地区の防犯組合総会での

実績報告。

組織を強化し、パトロール活動の継続 ・警察や交番との適切な連

携により、各地区の防犯組

合等が効果的な防犯パト

ロールを実施できるよう市

が支援することで、地域に

おける犯罪の未然防止を図

り、犯罪認知件数の減少に

つなげます。

防犯パトロールの継続

通学路や公園等にお

ける防犯設備の整備

生活環境

課・土木課

通学路や公園等に防犯

灯を設置し、犯罪の抑

止に努めます。公園等

における、少年の非行

防止と健全育成を継続

的に推進します。自治

防犯会掲示板に防犯ポ

スター等を掲示するほ

か、パンフレット等を

作成し防犯意識の高揚

に努めます。

平成25年度～30年度で479灯

新規整備。

・各自治会へ防犯啓発チラ

シを回覧し、防犯意識の高

揚に努めました。

・令和１年度～５年度で167

灯新規整備。

・防犯灯の設置について

は、自治会⾧、自治防犯会

⾧及び事務局と協議した中

で設置に努めます。

・各自治会へ防犯啓発チラ

シを回覧

・防犯灯の設置について

は、自治会等からの要望に

基づいて、設置していま

す。

B： おおむね

順調

・防犯組合連合会等の総会

での実施報告。

・防犯灯の設置について

は、自治会等と協議したう

えで、対応しているため、

おおむね達成しました。

防犯灯・啓発用看板設置の継続 ・防犯灯・啓発用看板設置

の継続。

・これまでの取り組みを継

続しつつ、既設防犯灯の適

正な維持管理に努めます。

・防犯灯・啓発用看板設置の継続。

・新規整備の要望が減少していることから、

おおむね設置は完了しているものと考えられ

ます。

有害環境に関する調

査活動や環境浄化

社会教育課 青少年を取り巻く社会

環境の実態調査を行

い、実態の把握に努

め、有害なチラシ等の

撤去を進めます。

県の調査がR4～中止となり

ました。

参考：県の社会環境実態調

査の依頼にて調査。

・R2-3 コロナウィルス感

染拡大防止のため中止

・R4-  県の調査は終了

E： 未実施・社会環境実態調査

酒類自販機：14台

タバコ自販機：76台

酒・タバコ販売コンビニエ

ンスストア：35店

有害図書あり書店：1店

有害図書ありコンビニエン

スストア：30店

図書類自動販売機：1店

ゲーム場（隔年調査､平成29

年度）：5店

エアガン等販売店（隔年調

査､平成29年度）：1店

がん具自販機：3台

成人向けＤＶＤ等貸出店

（隔年調査､平成29年度）：

5店

成人向けＤＶＤ自販機：5台

カラオケボックス：3店

マンガ喫茶：0店

インターネットカフェ：0店

※新潟県では、新潟県青少
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

（再掲）健全育成運

動の推進

社会教育課 関係団体・関係機関と

協力して青少年育成関

連事業を開催し、青少

年の健全育成を推進し

ます。

B： おおむね

順調

継続・青少年育成センター「わ

たしの主張」地区大会出場

者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：1,491編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：102名

・燕地区市民会議

講演会：10名

・市民会議吉田地区

講演会：40名

親子版画年賀状講習会：30

名

親子よく飛ぶ紙ヒコーキづ

くり：80名

パトロール：１回

・市民会議分水地区

講演会：69名

体験教室：2回/25名

親子ふれあい農園：15名

パトロール：1回

・青少年育成センター「わ

たしの主張」地区大会出場

者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：1,589編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：中止

・燕地区市民会議

研修会：18名

・市民会議吉田地区

講演会：中止

ハロウィンリースづくり：

42名

親子で版画年賀状づくり：

17名

パトロール：１回

・市民会議分水地区

講演会：中止

体験教室：中止

親子ふれあい農園：68名

パトロール：中止

・青少年育成センター「わ

たしの主張」地区大会出場

者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：1,300編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：120名

・燕地区市民会議

講演会：30名

・市民会議吉田地区

講演会：60名

親子講習会：2回/120名

パトロール：１回

・市民会議分水地区

講演会：100名

親子体験教室：2回/40名

親子ふれあい農園：20名

パトロール：1回

わたしの主張事業では、毎

年、市内５中学校と燕中等

教育学校の計６校からの作

文選考を実施し、青少年の

健全育成に寄与していま

す。

また、燕市青少年育成協議

会では、市内３地区（燕地

区・吉田地区・分水地区）

の青少年育成市民会議相互

の連携及び連絡調整を行い

ました。

・燕市青少年育成協議会

講演会：中止

・燕地区市民会議

研修会：役員向けに開催

子どもを水から守る運動

・吉田地区市民会議

親子講習会

 七夕かざりをつくろう

 親子版画年賀状づくり

 バレンタインリースづく

り

パトロール

・分水地区市民会議

親子体験教室

親子ふれあい農園

わたしの主張事業に関して

は、学校との連携強化によ

り目標値を達成していま

す。

一方で、各地区の市民会議

では講演会の中止などがあ

りました。高齢者が多く出

席する講演会は、実施につ

いて慎重な動きもあり、コ

ロナ禍により停滞気味とい

えます。

・燕市青少年育成協議会

コロナ禍により講演会の開

催を見合わせました。

・燕地区市民会議

役員向けに燕警察署生活安

全課による研修会を開催し

ました。

・吉田地区市民会議

コロナ禍の影響はありまし

たが、工夫をした中で子ど

もたちに興味のある講習会

を実施しました。

・分水地区市民会議

コロナ禍によりできない事

業が多くありました。

・青少年育成センター「わ

たしの主張」地区大会出場

者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：1,092編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：120名

・燕地区市民会議

講演会：30名

青少年向け講座 15名

子どもを水から守る運動

・市民会議吉田地区

講演会：40名

親子講習会：2回/120名

パトロール：１回

・市民会議分水地区

講演会：60名

親子体験教室：2回/25名

パトロール：1回

・青少年育成センター「わたしの主張」地区

大会出場者の選考

市内中学校：5校

中等教育学校：1校

応募総数：3.2%減（R2国勢調査における燕

市減少率）×5年間＝16%の減少率として、

R6年度目標値1,300編×84%＝1,092編

地区大会出場者：3名

・燕市青少年育成協議会

講演会：会員、一般市民対象(吉田公民館大会

議室)

・燕地区市民会議

講演会：役員対象

青少年向け講座：燕地区の児童対象

・市民会議吉田地区

講演会：吉田地区小中学校保護者、民生児童

委員、青少年健全育成吉田地区役員、一般市

民対象

親子講習会：1回あたり20組(兄弟含)を対

象、実施内容は、親子七夕づくり、親子リー

スづくり（クリスマス、バレンタイン等）

・市民会議分水地区

講演会：分水地区自治会⾧(６０名）対象

親子体験教室：１回あたり１２組を対象（兄

弟等の参加も考慮し２５名）、実施内容は

リースづくり（ハーブ・ハロウィン・クリス

マス等）

親子ふれあい農園：R7で廃止

年健全育成条例に違反した

場合、罰金等の罰則を科し

ます。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

基本目標２ ライフステージ別の支援

予約制育児相談会 子育て応援

課

乳幼児の計測や栄養指

導、保健指導を通じ

て、児の成⾧を確認す

るとともに、育児に関

する不安の軽減を図り

ます。

年12回開催

参加延べ人数：782人

年24回開催

参加延べ人数：646人

・乳児の新規参加率：40％ 計測および保健師･助産師･

管理栄養士による個別相談

B： おおむね

順調

乳児の新規参加率：38.4％

（乳児新規参加人数152人

令和5年度出生数396人）

継続 年24回の開催を継続し、内

容の充実に努めます。

令和5年度実績より、実施回数の維持

2か月児育児相談会 子育て応援

課

親子のふれあいや仲間

づくりを促し、成⾧を

確認することで育児不

安の解消を図ります。

・実施回数：年12回

・参加人数：323人

・実施回数：年12回

・参加人数：160人

・利用率70％の維持 生後2か月の児とその保護者

を対象に、計測･グループ

ワーク･助産師の話･個別相

談を実施

D： 遅れてい

る

利用率：50.6％

（参加人数160人

⾧期療養･里帰り児を除く対

象児316人）

継続 年12回の開催を継続し、内

容の充実に努めます。

令和5年度実績より、実施回数の維持

妊婦、新生児等に対

する訪問指導事業

子育て応援

課

妊娠期を安心して過ご

すための援助をすると

ともに、産後の母体回

復と健康管理、新生児

の健康管理の援助を助

産師により行います。

・妊婦訪問：1回 151件

・産婦訪問：1回 447件

・新生児訪問：2788件（延

べ件数）

・妊婦訪問：1回 90件

・産婦訪問：1回 394件

・新生児訪問：760件（延べ

件数）

・妊婦訪問割合：27％以上

・産婦訪問割合：83％以上

・新生児訪問割合：85％以

上

訪問指導が必要な方に対

し、訪問指導を実施しまし

た。また、希望者へは妊婦1

回、産婦1 回、新生児および

生後4 ヵ月までの乳児2 回、

助産師が家庭訪問による健

康相談、育児指導を実施し

ました。

産婦へはエジンバラ産後う

つアセスメント等を活用

し、ハイリスク産婦には早

期から支援をしました。

B： おおむね

順調

妊婦訪問のみ目標値を下

回っているが、産婦訪問と

新生児訪問は上回っている

ため

継続 ・妊婦訪問割合 ：21％以上

・産婦訪問割合 ：85％以上

・新生児訪問割合：94％以

上

令和４年

・妊婦訪問割合 ：21.2％

・産婦訪問割合 ：76.6％

・新生児訪問割合：89.3％

令和５年

・妊婦訪問割合 ：20.3％

・産婦訪問割合 ：95.2％

・新生児訪問割合：98.0％

未熟児等診療依頼情

報提供のある児に対

する訪問指導

子育て応援

課

養育上必要があると認

められ、出産医療機関

より未熟児等診療依頼

情報提供のある児に対

し、助産師や保健師等

が早期に訪問指導を実

施します。

・未熟児：13人（延べ39

人）

・未熟児：25人（延べ46

人）

・未熟児等診療依頼情報提

供のあった児への訪問指

導：100％

養育上必要があると認めら

れ、出産医療機関より未熟

児等診療依頼情報提供のあ

る児に対し、助産師や保健

師等が早期に訪問指導を実

施しました。

また、届出時全数面談を実

施していることでリスクを

早期に発見でき、医療機関

や助産師等との連携も密に

しながら伴走型の相談支援

を実施しました。

A： 順調 体出生体重児だけでなく、

児の先天性疾患や出産時ト

ラブルによる疾患等、さま

ざまなリスクをもつ児に対

し早期に介入しているた

め。

新生児訪問・こんにちはあ

かちゃん訪問で、明らかな

リスクの有無に関わらず出

生児全数の訪問や面談がで

きているため。

継続 今後も伴走型相談支援として、全ての出

生児に対し、訪問による相談支援を実施

していきます。

・未熟児等診療依頼情報提

供のあった児への訪問指

導：100％

新生児訪問・こんにちはあかちゃん訪問で、

明らかなリスクの有無に関わらず出生児全数

の訪問や面談を実施するため。

妊婦健康診査事業 子育て応援

課

異常の早期発見、健康

で安心して出産するこ

とを目的に妊婦一般健

康診査（平成21年度か

ら14回助成）を県内医

療機関に委託し実施し

ます。

・妊婦1人に健診14回と子宮

がん検診1回の助成

・受診延べ人数：6,282人

・妊婦1人に健診14回と子宮

がん検診1回の助成

・受診延べ人数：4,941人

・令和5年度より産婦健診2

回の助成を追加

・受診延べ人数：628人

・妊婦1人につき健診14回と

子宮がん検診1回の助成を継

続。

異常の早期発見、健康で安

心して出産することを目的

に妊産婦健康診査を県内医

療機関に委託し実施しまし

た。

A： 順調 すべての妊婦が、必要な健

診を受けるため、妊婦1 人に

つき健診14 回と子宮がん検

診1 回の助成をしているた

め。

継続 ・妊婦1 人につき健診14 回

と子宮がん検診1 回と産後健

診2回の助成を継続。

県が医療機関と契約する標準単価・回数によ

る。

母子健康手帳の交付 子育て応援

課

・母子健康手帳を交付

します。

・妊産婦や家庭の支援

ニーズを踏まえた情報

提供をします。

・関係機関と連携調整

をします。

・必要に応じ、定期的

フォローをします。

・交付数：571人 ・交付数：449人 ・妊娠届出のあった者に対

し、母子健康手帳を交付し

ます。

母子健康手帳を交付し、妊

産婦や家庭の支援ニーズを

踏まえた情報提供しまし

た。

A： 順調 妊娠届の提出のあった者に

母子健康手帳を交付し、対

象者に継続的支援を行って

いるため。

継続 ・妊娠届出のあった者に対

し、母子健康手帳を交付し

ます。

母子保健法に基づき交付。

乳児家庭全戸訪問事

業（新生児訪問事業+

こんにちは赤ちゃん

事業）

子育て応援

課

生後4か月児までの乳児

のいるすべての家庭へ

の助産師等の訪問によ

り、育児相談、子育て

に関する情報提供等を

行い母子の健康支援に

努めます。

485件

（新生児訪問：429件、こん

にちは赤ちゃん訪問56件）

392件

（新生児訪問：384件、こん

にちは赤ちゃん訪問8件）

・全戸 生後4か月児までの乳児のい

るすべての家庭への助産師

等の訪問により、育児相

談、子育てに関する情報提

供等を行い母子の健康支援

に努めました。

A： 順調 生後4か月児までの乳児のい

るすべての家庭への助産師

等の訪問により、育児相

談、子育てに関する情報提

供等を行い母子の健康支援

を全戸に実施しました。

継続 ・全戸 児童福祉法に則って実施しているため。

①妊娠期からの切れ目のない保健・医療体制
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

乳児健康診査 子育て応援

課

発育発達の確認や疾病

異常の早期発見、早期

対応、育児支援を目的

に乳児健診を実施しま

す。

・4か月児健診(集団)

受診率99.3%

精密検査受診率83.3%

育児が楽しいと感じる割

合：82.0％

・6か月児健診（施設）

受診率99.8%

精密検査受診率100%

・10か月児健診(施設)

受診率95.9%

精密検査受診率100%

育児が楽しいと感じる割

合：78.3%

・4か月児健診/6か月児健診

/10か月児健診受診率：

100%

・4か月児健診/10か月児健

診精密検査受診率：100%

・4か月児、10か月児健診に

おいて「育児が楽しい」と

感じる人の割合の増加

※4か月児健診：4か月にな

る月に案内/集団健診

※6か月児健診：6か月から

受診可能/県内の医療機関に

委託

※10か月児健診：10か月に

なる月に案内/集団健診

・4か月児健診（集団）…計

測・問診・診察・栄養指

導・保健指導

・6か月児健診（施設）…乳

児の一般健康診査（県内の

医療機関に委託）

・10か月児健診（集団)…計

測

・問診・診察・栄養指導・

保健指導

B： おおむね

順調

・健診受診率に対する目標

は達成していないが、未受

診者に対して個別の状況把

握は100％実施しておりま

す。

継続 丁寧な聞き取りと保護者に寄り添った対

応を行なうとともに、訪問等個別対応の

充実を図っていきます。

4か月児健診受診率：98％ 「健やか親子21（第2次）」の指標より

３～５か月児の健診未受診率：2.0％

1歳6か月児健康診

査・3歳児健康診査

子育て応援

課

発育発達の確認や疾病

異常の早期発見、早期

対応、育児支援を目的

に幼児健診を実施しま

す。

・1歳6か月児健診：年24回

対象児：530人

受診数：527人（受診率

99.4%）

精密検査対象者：4人

精密検査受診者：4人（受診

率100％）

育児が楽しいと感じる割

合：68.3％

・3歳児健診：年24回

対象児：564人

受診数：564人（受診率

100％）

精密検査対象者：80人

精密検査受診者：69人（受

診率86.3％）

育児が楽しいと感じる割

合：62.1％

・1歳6か月児健診

受診率99.3%

精密検査受診率100％

育児が楽しいと感じる割合

79.2％

・3歳児健診

受診率100％

精密検査受診率87.0％

育児が楽しいと感じる割合

67.5％

1歳6か月児・3歳児ともに

・健診受診率・精密検査受

診率：100％

・育児が楽しいと感じる人

の割合：増加

※1歳6か月児健診：1歳7か

月になる月に案内

※3歳児健診：3歳4か月にな

る月に案内

・1歳6か月児健診（集

団）：計測・問診・診察・

栄養指導・保健指導・歯科

健診・フッ化物歯面塗布

・3歳児健診（集団）：計

測・尿検査・視聴覚検査・

問診・診察・栄養指導・保

健指導・歯科健診・フッ化

物歯面塗布

B： おおむね

順調

・健診受診率に対する目標

は達成していないが、未受

診者に対して個別の状況把

握は100％実施しておりま

す。

継続 丁寧な聞き取りと保護者に寄り添った対

応を行なうとともに、訪問等個別対応の

充実を図っていきます。

1歳6か月児健診受診率：

97％

3歳児健診受診率：95％

「健やか親子21（第2次）」の指標より

1歳6か月児の健診未受診率：3.0％

3歳児の健診未受診率：5.0％

3歳児視力屈折検査 子育て応援

課

3歳児健康診査において

屈折検査を導入するこ

とで、遠視・乱視など

の弱視の原因となる疾

患の早期発見・治療に

結びつけます。

平成31年4月から開始のため

実績なし

屈折検査受診率100％

精密検査受診率90.0％

・精密検査受診率：100％ 3歳児健診にて、視能訓練士

による屈折検査および看護

師による視力検査の実施

B： おおむね

順調

・精密検査受診率：90.0％

未受診者には受診勧奨や状

況把握をしております。

継続 屈折検査受診率：100％ 令和5年度実績より、100％の受診率を維持継

続。

・4か月児健診（集団）：年

24回

対象児：492人

受診数：486人（受診率

98.8%）

精密検査対象者：8人

精密検査受診者：8人（受診

率100%）

育児が楽しいと感じる割

合：74.7％

・6か月児健診（施設）

対象者：494人

受診者：480人（受診率

97.2%)

精密検査対象者：2人

精密検査受診者2人（受診率

100%）

・10か月児健診（集団）：

年24回

対象児：479人

受診数：478人（受診率

99.8%)

精密検査対象者：3人

精密検査受診者：3人（受診

率100%)

育児が楽しいと感じる割

合：72.4%
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

予防接種 健康づくり

課

感染の恐れのある疾病

の発生およびまん延を

予防するために、予防

接種法に基づき、乳幼

児から高校生までを対

象とし定期の予防接種

を実施しています。

・麻しん風しん予防接種

（第1期・第2期）：接種率

95％以上

対象者には、標準的な接種

期間に合わせて個別通知を

行っています。

C： やや遅れ

ている

令和５年度麻しん風しん予

防接種（第1期・第2期）の

接種率は92.5%ですが、第1

期の接種率の低下が目立っ

ています。MRワクチンの供

給不足も影響したのか、次

年度以降の状況を見ていき

たいと思います。

継続 個別通知の他、乳幼児健診等で未接種者

には接種勧奨を行います。

定期接種の接種勧奨の実施 ー・ヒブ

対象延べ人数：2,085人/実

施延べ人数：2,011人（接種

率96.5%)

・小児肺炎球菌

対象延べ人数：2,056人/実

施延べ人数：2,011人（接種

率97.8%)

・B型肝炎

対象延べ人数：1,539人/実

施延べ人数：1,471人（接種

率95.6%)

・四種混合

対象延べ人数：2,149人/実

施延べ人数：2,037人（接種

率94.8%)

・不活化ポリオ（四種混合

に完全移行するまでの経過

措置）

対象人数：1人/実施人数：1

人（接種率100%)

・BCG

対象人数：522人/実施人

数：493人（接種率94.4%)

・麻しん風しん（第1期）

対象人数：510人/実施人

数：508人（接種率99.6%)

・麻しん風しん（第2期）

対象人数：648人/実施人

数：628人（接種率96.9%)

・水痘

対象延べ人数：1,240人/実

施延べ人数：1,031人（接種

率83.1%)

・二種混合

対象人数：833人/実施人

数：624人（接種率74.9%)

・日本脳炎（第1期）

対象延べ人数：2,451人

接種延べ人数：1,988人（接

種率81.1%)

・日本脳炎（第2期）

対象者数：2,058人/実施人

数：1,059人（接種率51.5%)

・子宮頸がん（平成25

（2013）年６月から、積極

的な勧奨を一時的に差し控

えていましたが、令和３

（2021）年11月に、専門家

の評価により「HPVワクチ

ンの積極的勧奨を差し控え

ている状態を終了させるこ

とが妥当」とされ、令和４

（2022）年４月から、他の

定期接種と同様に、個別の

勧奨を行っています。）

対象延べ人数：4,185人/実

施延べ人数：23人（接種率

0.5%)

・ロタウイルス感染症

※令和2年10月1日より定期

接種開始

対象延べ人数：999人/実施

延べ人数：889人（接種率

89.0%)

・ヒブ

対象延べ人数：1,763人/実

施延べ人数：1,713人（接種

率97.2%)

・小児肺炎球菌

対象延べ人数：1,771人/実

施延べ人数：1,713人（接種

率96.7%)

・B型肝炎

対象延べ人数：1,344人/実

施延べ人数：1,293人（接種

率96.2%)

・四種混合

対象延べ人数：1,992人/実

施延べ人数：1,802人（接種

率90.5%)

・BCG

対象人数：452人/実施人

数：425人（接種率94.0%)

・麻しん風しん（第1期）

対象人数：482人/実施人

数：428人（接種率88.8%)

・麻しん風しん（第2期）

対象人数：486人/実施人

数：467人（接種率96.1%)

・水痘

対象延べ人数：1,124人/実

施延べ人数：857人（接種率

76.2%)

・二種混合

対象人数：731人/実施人

数：551人（接種率75.4%)

・日本脳炎（第1期）

対象延べ人数：1,895人/実

施延べ人数：1,390人（接種

率73.4%)

・日本脳炎（第2期）

対象人数：1,730人/実施人

数：890人（接種率51.4%)

・子宮頸がん（中学１年生

～高校１年生）

対象延べ人数：4,575人/実

施延べ人数：673人（接種率

14.7%)

・子宮頸がん（キャッチ

アップ接種）

対象延べ人数：7,131人/実

施延べ人数：624人（接種率

8.8%)
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

フッ化物洗口 健康づくり

課

フッ化物洗口を実施す

ることで乳歯、永久歯

の虫歯予防を行いま

す。保育園、認定こど

も園、小学校、中学校

において保護者が希望

する場合に実施しま

す。

市内小中学校、幼稚園、保

育園、認定こども園におい

て希望者に実施。

・小学校・中学校

週1回法（1人あたり10mlの

洗口液、フッ化ナトリウム

濃度0.198%使用）

・幼稚園、保育園、認定こ

ども園

週2回法（1人あたり7mlの洗

口液、フッ化ナトリウム濃

度0.099%使用）

○年⾧・年中児を対象。

・46施設 7,021人

・1人むし歯数

5歳児：1.15本

12歳：0.18本

市内小中学校、幼稚園、保

育園、認定こども園におい

て希望者に実施。

・小学校・中学校

週1回法（1人あたり10mlの

洗口液、フッ化ナトリウム

濃度0.198%使用）

・幼稚園、保育園、認定こ

ども園

週2回法（1人あたり7mlの洗

口液、フッ化ナトリウム濃

度0.099%使用）

○年⾧・年中児を対象。

・47施設 6,229人

・1人むし歯数

5歳児：0.5本

12歳：0.14本

・5歳児、12歳の1人あたり

のむし歯数の減少

市内小中学校、幼稚園、保

育園、認定こども園で希望

者に実施。

 保育園・幼稚園・こども

園では23施設で実施。小学

校は15施設、中学校は5施設

で実施をしている。

 主な取り組みとしては各

施設へのフッ化物洗口剤購

入の手配、フッ素指示書の

作成、フッ素の備品購入と

なっている。私立保育園の

み委託契約を結びフッ素の

実施をしている。

A： 順調 1人平均むし歯数（新潟県

HP）

5歳児：0.5本（-1.1本）

12歳：0.14本（-0.04本）

平成30年度より平均むし歯

数は減少している

継続 引き続き、幼児、児童、生徒のむし歯数

減少を目指します。

5歳児、12歳でむし歯のない

児の割合の維持・増加

ー

幼児歯科健診 子育て応援

課

幼児期からのう蝕予防

のため、歯科健診・

フッ化物歯面塗布を実

施します。

3歳児1人あたり平均むし歯

数：0.14本

・3歳児1人あたり平均むし

歯数0.4本以下を維持

1歳児、1歳6か月児、2歳

児、2歳6か月児、3歳児に対

して歯科健診・歯科衛生士

による指導・フッ化物歯面

塗布・個別指導を実施

A： 順調 3歳児1人あたり平均むし歯

数0.14本であり、0.4本以下

を維持している

継続 むし歯のない3歳児の割合：

90.0％

「健やか親子21（第2次）」の指標より

むし歯のない3歳児の割合：90.0％

・1歳1か月児、2歳1か月

児、2歳7か月児に対してそ

れぞれ年12回実施

受診数：1,522人  受診率：

91.6％

フッ化物歯面塗布：1,507人

塗布率：99.0％

（内訳）

・1歳1か月児受診数：477人

受診率：93.2％  塗布率：

98.3％

1人あたり平均むし歯本数：

０本

・2歳1か月児受診数：530人

受診率：92.7％  塗布率：

99.2

1人あたり平均むし歯数：

0.01本

・2歳7か月児受診数：515人

受診率：89.1％  塗布率：

99.4

1人あたり平均むし歯数：

0.08本

・1歳6か月児（健診時実

施）年24回

受診数：527人  受診率：

99.4％

フッ化物歯面塗布数：519人

塗布率：98.5％

1人あたり平均むし歯数：

0.01本

・3歳児（健診時実施）年24

回

受診数：564人  受診率：

100％

フッ化物歯面塗布数：549人

塗布率：97.3％

1人あたり平均むし歯数：

0.26本
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

保育園・認定こども

園児のむし歯予防教

室

子育て応援

課

幼児および保護者を対

象に歯科衛生に関する

講話の実施、口腔清掃

の実技指導等の指導を

通して、むし歯予防を

実践し、地域の歯科保

健の向上を図ります。

・保育園：8か所

・こども園：1か所

・幼稚園：1か所

・保育園：7か所

・こども園：1か所

・保育園・認定こども園10

か所での開催を継続しま

す。

幼保こども園に歯科衛生士

を派遣し、歯科衛生講話や

実技指導を行い、歯科保健

知識を普及させる。

A： 順調 園の統廃合により幼保こど

も園数が減少しており、令

和3年度以降8か所での開催

を継続している。

継続 開催を継続し、内容の充実

に努めます。

令和5年度実績より、同程度実施の維持

妊婦歯科健診（個別

健診）

子育て応援

課

受診しやすい体制整備

のため、燕歯科医師会

に委託し、協力医療機

関において負担金500円

で受診ができます。母

子健康手帳交付の際に

歯科健診の受診を勧奨

します（平成28年度か

ら開始）。

・受診者数：199人 ・受診者数：183人 ・受診率の維持向上：36％

以上

安心して出産・育児に臨め

るように、母子健康手帳交

付の際に歯科健診の受診を

勧奨します。協力歯科医療

機関に委託し、妊婦は負担

金500 円で受診できます。

A： 順調 目標である受診率36％を上

回っているため

継続 ・受診率の維持向上：46％

以上

令和４年度

対象者：456 人

受診者：222 人 受診率：48.7％

令和５年度

対象者：423 人

受診者：183人 受診率：43.3％

産後ケア事業 子育て応援

課

産後12か月未満の産

婦、乳児に対し、出産

後の一定期間、母体管

理、沐浴、授乳指導そ

の他必要な保健指導を

行います（平成29年度

から開始）。

・利用者数利用申請：4人

・利用人数：4人（延べ17

人）

・利用申請：2人

・利用人数：2人（延べ4

人）

・産後ケア利用希望者が利

用できる割合100％を維持し

ます。

母子手帳発行時、出生届出

時に事業のチラシを配布

し、周知を図りました。ま

た、委託医療機関や市内小

児科、訪問助産師等への周

知を行い、支援が必要な方

に行き届くよう体制を整え

ています。

A： 順調 申請者の利用率：100％ 継続 出産後の支援体制が希薄な人には利用勧

奨を強化します。

申請者の利用率：100％ 利用率を維持します。

離乳食座談会 子育て応援

課

離乳食の基本を知り、

安心して離乳食を進め

ることができるよう指

導を行います。

・実施回数：年12回

対象：４か月～12か月児

・参加延べ人数：466人

・実施回数：年12回

対象：8か月～12か月児

・新規参加率50％ ・離乳食中期後期に向けた

ポイント等離乳食講座

・保護者同士の情報交換

E： 未実施 離乳食相談会から離乳食座

談会に事業移行して実施の

ため

継続 年12回の開催を継続し、内

容の充実に努めます。

令和5年度実績より、実施回数の維持

ハッピーベビークラ

ブ（妊婦・両親学

級）

子育て応援

課

妊娠・出産に関する正

しい知識を身につけ、

安心して出産できるこ

とをねらいにしていま

す。

・1クール3回を年4回実施

・参加人数（総数）：281人

1回目：27人

2回目：33人

3回目：221人

※3回目は、夫の人数も含

む。

・毎月1回完結型で年12回実

施。都合がつかない場合は

個別対応。

延参加者数226人

・延べ参加者数の維持 ・体験（妊婦体験、抱っ

こ・おむつ替え体験、沐浴

体験）

・学び（妊娠中の食事、母

乳・ミルクについて、産後

のイメージを膨らませる）

・制度・相談窓口の紹介

・個別相談

A： 順調 平成30年度参加率54.1％

令和5年度参加率54.3％

よって、延参加者数は維持

できている。

継続 年12回の開催を継続し、内

容の充実に努めます。

令和5年度実績より、実施回数の維持

（再掲）子育て世代

包括支援センター※

「妊娠からの子育て

相談コーナー」

子育て応援

課

子育て世代包括支援セ

ンターとして、ワンス

トップ総合相談窓口を

設置し、妊娠・出産・

子育てについての各種

相談に応じます。切れ

目のない支援のため

に、関係機関との連絡

調整を行います。継続

支援が必要な場合、支

援プランを作成し、継

続的に支援します（平

成27年度開設）。

・相談件数面接相談：307件

電話相談：281件

支援プラン作成数：74件

・相談件数

  届出時面接相談 930件

  窓口・電話等 783件

・支援プラン

  作成件数 99件

継続支援が必要な人への支

援プランを100％作成し、切

れ目のない支援につなげま

す。

・令和2年度から、健康づく

り課に設置の子育て世代包

括支援センターと社会福祉

課の療育支援業務が子育て

支援課に再編統合され、妊

娠期から出産、18歳までの

子育て期の相談に幅広く対

応

・妊娠・出生・転入届出時

の保健師等による全数面談

・継続支援を要するケース

の支援プラン作成

A： 順調 届出時の面談を全数に実施

することできめ細かな把握

を行い、必要なケースに支

援プランを作成するととも

に、支援や窓口へつないで

います。

継続 継続支援が必要な人への支

援プランを100％作成し、切

れ目のない支援につなげま

す。

目標継続

養育支援訪問 子育て応援

課

養育支援が必要と思わ

れる家庭に対して、そ

の居宅を訪問して、子

育ての不安や孤立感へ

の精神的支援、保護者

の育児・家事等の養育

能力を向上させるため

の支援を行います。

・訪問件数：264件 ・訪問件数346件 ・関係機関と連携し必要な

家庭へ実施

養育支援が必要と判断した

家庭に対する保健師・助産

師等による訪問指導

A： 順調 関係機関と連携し必要な家

庭へ実施できている。

継続 関係機関と連携し必要な家

庭へ実施

目標継続

② 幼児期のこどもの成⾧の保障と遊びの充実
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

通常保育事業 こども未来

課

子どもの健やかな成⾧

を育む視点を大切にし

ながら、保護者が安心

して子育てできるよう

に、通常保育事業を実

施します。

1号認定：168人

2号認定：1,663人

3号認定：

（1・2歳児）765人

（0歳児）119人

1号認定：76人

2号認定：1395人

3号認定：

（1・2歳児）744人

（0歳児）144人

待機児童数：0人 児童の保護者が就労などに

より、家庭で保育できない

場合に保護者に代わって児

童を保育します。

A： 順調 燕市の待機児童数０人を維

持できているため。

継続 3号認定の乳児・未満児の受け入れ枠を拡

大して、待機児童が出ないように、保育

環境を整備します。

待機児童数：0人 H30年度から待機児童数0人のため引き続き

待機児童数０人を目標とする。

幼児教育・保育の質

の向上

こども未来

課

幼児教育・保育の専門

的な知見や豊富な実践

経験に基づき、幼稚園

教諭や保育士に対し

て、アドバイザーが教

育内容や指導方法、指

導環境の改善を行いま

す。

—

人事ア育成のための中核的

会議として、保育・幼児教

育推進会議を立ち上げ、職

員のスキルアップを目的と

した研修や研究に関する検

討を行ってきました。

幼稚園教諭や保育士の質の

向上

公開保育の実施、主体性を

育む保育の取組発表、特別

な支援を要するこどもへの

対応、不適切保育防止の理

解などについてアドバイ

ザーから指導を受けまし

た。

B： おおむね

順調

施設内外での研修の機会や

勉強会の場を提供し、実施

してきたため。

継続 施設内外の研修機会を確保

し、任用形態にかかわら

ず、一人ひとりの職員につ

いて資質向上及び全体の専

門性の向上を図ります。

保育所保育指針等に基づき計画し実施してい

るため。

【新】認定こども

園・保育園整備事業

こども未来

課

「こども・子育て支援

事業債」を活用できる

「こども・子育て支援

機能強化に係る施設整

備」や「子育て関連施

設の環境改善」等を市

内全域で実施し、安全

安心な環境整備に取り

組みます。

【令和７年度「こど

も・子育て支援事業

債」活用見込み事業】

・西燕保育園⾧寿命化

改修事業

・吉田児童センター⾧

寿命化改修事業

・保育園等出入管理シ

ステム導入事業

— —

・三方崎保育園外装電気設

備改修事業

・島上保育園外装設備改修

事業

B： おおむね

順調

空調設備の改修工事や園舎

等の維持管理に必要な修繕

を実施してきました。ま

た、園庭遊具の定期点検や

使用できない遊具等の撤去

を実施し、園児の事故防止

に努めてきました。

継続 継続：引き続き、安全に保育を実施する

ために必要な修繕等を実施し、保育環境

の改善に取り組みます。

事業実施にあたっては、別途、事業計画

書を作成し、その概要を「燕市子ども・

子育て会議」へ報告します。

また、園庭の遊具や給食関連設備等、

「こども・子育て支援事業債」を活用で

きる事業についても、燕市こども計画に

位置付けます。

「こども・子育て支援事業

債」を活用できる「こど

も・子育て支援機能強化に

係る施設整備」や「子育て

関連施設の環境改善」等を

市内全域で実施し、安全安

心な環境整備に取り組みま

す。

施設や遊具の点検結果から必要な修繕等を実

施するにあたり、「こども・子育て支援事業

債」の活用を図るため。

（再掲）児童館運営

事業

こども未来

課

市内7か所に児童館を設

置し、児童を対象に各

種教室や体験活動を企

画・実施し、児童健全

育成の拠点として機能

しています。うち5館は

児童クラブを併設し、

放課後児童健全育成事

業を実施しています。

・燕地区来館者数（5館）：

109,478人

・吉田地区来館者数（1

館）：25,088人

・分水地区来館者数（1

館）：10,241人

計144,807人

・燕地区来館者数（4館）：

52,723人

・吉田地区来館者数（1

館）：16,935人

・分水地区来館者数（1

館）：11,920人

計81,578人

・3地区７館の児童館来館者

数：計139,500人

児童館の運営を通じて、児

童に「遊びの場」を提供し

ました。魅力ある児童館運

営を目指し、各児童館が工

夫を凝らした様々なイベン

トを開催しました。

燕地区の１館（白山町児童

館）が令和元年度に閉館し

ました。

D： 遅れてい

る

コロナ禍による利用者数の

減が完全には回復していな

いため、「遅れている」と

しました。

継続 親子が遊び、交流できる居場所の提供、

子育て相談、子育てに関する情報の提供

等を行うほか、子育てサークルの活動支

援等を行います。また、児童館職員の子

育て支援に必要な知識や技術の向上を図

るための研修等を実施します。

・3地区6館の児童館来館者

数：計35,000人

令和３年度より来館者数の積算方法を変更し

たため、令和11年度目標より、それに合わせ

た目標値とします。（令和２年度までは、児

童クラブ併設の児童館の来館者数に、児童ク

ラブの利用者が含まれていましたが、令和3

年度より児童館だけを利用する来館者のみの

積算としました）

目標値については、出生数が減少する中で

も、魅力ある事業を実施し、利用者数を維持

しつつ、若干の増加を目指します。

（再掲）児童館・児

童研修館での各種事

業

こども未来

課

地域の子育て支援と児

童や乳幼児の健全育成

に資する活動として、

教室や各種講座、お楽

しみ会等を企画・実施

します。

全児童館、児童研修館で実

施

全児童館、児童研修館で実

施

・全児童館で実施 さまざまな体験活動提供

し、子どもたちの豊かな感

性をはぐくみました。

また、子育て中の方を対象

とした講座なども開催しま

した。

A： 順調 全児童館、児童研修館で実

施しましたためです。

継続 今後も引き続き、各施設で多様な企画の

実施に努めます。また、職員研修の機会

を設定し、職員の知識やスキルアップを

図ります。

全児童館、児童研修館で実

施

引き続き、全児童館、児童研修館で実施し、

魅力ある児童館運営を行っていきます。

（再掲）【新】屋内

こども遊戯施設運営

事業

こども未来

課

— — —

令和３年に基本構想を策定

した後、令和４年度に設計

や用地買収等を行い、令和

５年度より建設を開始しま

した。

— —

新規 令和7年度オープン。天候に左右されず

に、いつでも子ども達が体を使っておも

いっきり遊べる環境を提供します。

15.8万人 初年度は10万人、2年目13万人、3年目15万

人、4年目15.5万人、5年目15.8万人を目指し

ます。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

（再掲）学校図書館

充実事業

学校教育課 読書活動の推進によ

り、豊かな心の育成

と、読解力や想像力、

思考力や表現力等を育

成するために、学校図

書館管理システムを活

用しながら適正な蔵書

管理を行います。ま

た、学校図書館司書を

配置することで、児童

生徒が利用しやすい学

校図書館環境を整備す

るほか、図書の効果的

な活用に関する支援を

行います。

・学校図書館蔵書冊数

小学校：116,139冊

中学校：50,338冊

・図書館担当者研修を開催

し、全小中学校20人が参加

しました。

・学校図書館蔵書冊数

小学校：126,263冊

中学校：54,106冊

・図書館担当者研修を開催

し、小中学校合わせて19人

が参加しました。

学校図書館管理システムを

活用しながら適正な蔵書管

理を行うとともに、児童生

徒の読書傾向を把握した効

果的な読書指導に努めま

す。また、図書購入につい

ては、文部科学省の定める

「学校図書館図書標準」の

達成に向けて、計画的に蔵

書を充実させていきます。

平成27年度に全校に導入を

完了した学校図書館管理シ

ステムを活用し、定期的な

蔵書点検を行うことで、適

正な蔵書管理の維持に努め

ました。また、学校図書館

司書の配置により、破損本

の修理や書架の整理等を行

うことで児童生徒が利用し

やすい図書館環境を整備す

るほか、授業で必要な図書

資料の準備等、教諭のサ

ポートを行うことで学校図

書館の運営を支えていま

す。

B： おおむね

順調

小学校は令和3年度、中学校

は令和10年度までに全校で

文科省の定める図書館図書

標準を達成するための購入

計画に基づいて新刊購入を

しています。令和５年度末

時点で、小学校で104％、中

学校で94％の達成率となり

ました。

令和５年度は、10年ぶりに

全面改訂され、2021年に発

売された「ポプラディア」

第三版を全小中学校で所蔵

し、自分で調べる活動を積

極的に取りれることによ

り、調べる習慣が身につく

よう指導しています。

継続 学校図書館管理システムを活用し、蔵書

管理の徹底や読書傾向を把握していきま

す。学校図書館司書を中心に、図書館運

営を円滑に行えるように担当教諭、図書

委員会、図書館ボランティアと連携を図

ります。

学校図書館管理システムを

活用しながら適正な蔵書管

理を行うとともに、児童生

徒の読書傾向を把握した効

果的な読書指導に努めま

す。また、図書購入につい

ては、文部科学省の定める

「学校図書館図書標準」の

達成に向けて、計画的に蔵

書を充実させていきます。

文部科学省「学校図書館図書標準」より設定

しました。

地域に根ざす学校応

援団事業の取り組み

（学校、家庭、地域

との連携による多様

な体験活動の推進）

学校教育課 学校の様々な活動を地

域のボランティアが支

援することにより、教

職員が子どもと向きあ

う時間を増やすととも

に、子どもが地域の大

人とのふれあいにより

「生きる力」の育成を

図ります。

・地域コーディネーター：

39人（全学校配置）

・地域コーディネーター：

34人（全校配置）

・放課後学習支援員の一層

の充実

・放課後学習支援

・令和６年度より、全市立

小中学校に学校運営協議会

制度を導入。地域コーディ

ネーターを学校と地域のつ

なぎ役として位置づけた。

A： 順調 ・学校運営協議会制度の導

入に際し、地域コーディ

ネーターが重要な役割を

担っている。

新規 学校運営協議会と地域に根ざす学校応援

団事業の一体的推進

・地域コーディネーターを

対象とした犬種会の実施：2

回

・学校運営協議会と地域に根ざす学校応援団

事業の一体的推進を進めるためには、先進的

な取組を学ぶ機会や、情報交換をする機会が

重要であると考えました。

笑顔で入学支援事業 学校教育課 小学校入学予定児童の

保護者を対象に、入学

に対する不安を解消

し、入学を円滑にする

ための支援を行いま

す。

・実施小学校：15校（全小

学校）

（平成26年度から15校で実

施）

実施小学校14校（全小学

校）

令和5年度で1校閉校したた

め、数としては減。

（平成26年度から15校で実

施）

実施小学校14校（全小学

校）

（平成26年度から15校で実

施）

・教育相談・支援に関する

リーフレットを保育園を通

じて年⾧児保護者へ配付

し、相談体制の周知を図り

ました。

・就学前健診において、各

小学校で保護者向け講演会

を開催してもらい、その講

師謝礼を学校教育課で負担

しました。

A ・保育園を通じて全年⾧児

保護者に対して相談体制の

周知が図れています。

・就学前健診において全小

学校において実施していま

す。

継続 ・保育園を通じて全年⾧児

保護者へのリーフレットの

配付

・市内全小学校での就学前

健診において実施

前年度までの取組内容と実績より設定

学力向上に係る各校

の取り組みの共有化

学校教育課 ・学力向上に係る各校

の取り組みの共有化

基礎基本の着実な定着

を図り、思考力・判断

力・表現力を育成する

ための「市共通の課

題」を市教職員研修

「研究主任研修会」等

で共有するとともに、

課題解決のための有効

な方策について情報交

換する場を設定しま

す。また、指導主事が

各小中学校への学校訪

問を実施し、課題解決

に向けた授業改善等に

ついて指導と評価を行

います。

・学力向上に係る教職員研

修会の実施：30回

・市教育委員会指導主事に

よる学校訪問、要請訪問：

約300回

・小中連携研修会：３回

・学力向上に係る教職員研

修会の実施：49回

・市教育委員会指導主事に

よる学校訪問、要請訪問：

373回

・小中連携研修：20回

・学力向上に係る教職員研

修会の実施：15回

・市教育委員会指導主事に

よる学校訪問、要請訪問：

約170回

・小中連携研修：20回

〇読解力育成に係る研修会

・全体研修会（年1回）

・中学校区研究会（年19

回）

・研究主任会（年3回）

・視察研修（年3回）

〇教科指導等に係る研修会

・教科指導プロフェッショ

ナル研修（年3回）

・国語指導力向上研修

（年6回）

・数学指導力向上研修

（年5回）

・外国語指導力向上研修

（年3回）

・学校セレクト研修N＋

（年18回）

・⾧善館若手教師塾（年8

回）

A： 順調 ・学力向上に係る教職員研

修、市教育委員会指導主事

による学校訪問、小中連携

研修会を、目標とした回数

以上に実施することができ

た。

継続 教職員の働き方改革や学校のニーズを検

討し、研修の重点化と精選を行います。

・学力向上に係る教職員研

修会の実施：15回

・市教育委員会指導主事に

よる学校訪問、要請訪問：

200回

・小中連携研修：10回

教職員の働き方改革や学校のニーズ等を考慮

し、研修の重点化と精選を行った上で、年間

における研修や学校訪問の回数を設定しまし

た。

思春期の保健教育 学校教育課 発達段階に応じた性に

関する教育など、思春

期における保健教育を

実施しています。

・小中学校での「性に関す

る指導」：各学年１回以上

実施

 ・養護教諭研修：年１回

・小中学校での「性に関す

る指導」：各学年１回以上

実施

・小中学校での「性に関す

る指導」：各学年１回以上

実施

 ・養護教諭研修：年１回

・小中学校での「性に関す

る指導」：各学年１回以上

実施

A： 順調 ・学習指導要領に位置付け

られ、各学校で実施してい

る。

継続 ・小中学校での「性に関す

る指導」：各学年１回以上

実施

・学習指導要領に位置付けられている。

③こどもの教育環境づくりの推進
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

コンピュータ等の教

育機器の整備・充実

学校教育課 国の教育のIT化に向けた

環境整備4か年計画をも

とに、教員および児童

生徒のIT活用能力を向上

させるための環境整備

を進めます。

・教職員：1人1台のコ

ンピュータおよびネッ

トワーク環境の整備を

行います。

・児童生徒用：リース

契約が終了したコン

ピュータルームのパソ

コンやソフト等の入れ

替えを行います。

・教職員校務用PC454台

・児童生徒用タブレット

PC800台

・児童生徒用タブレットPC

を1人1台分整備

・大型提示装置（電子黒

板）を全校の普通教室に整

備

・児童生徒用ＰＣを全学校

で3クラスに1クラス分整備

・大型提示装置・実物投影

機を全教室に整備

・児童生徒用タブレットPC

を1人1台分整備

・大型提示装置（電子黒

板）を全校の普通教室に整

備、一部特別教室に大型モ

ニターを整備

A： 順調 【児童生徒用タブレット導

入】

1人1台導入（6,230台）

【電子黒板・大型モニター

導入】

令和4年までに全校の普通教

室・特別支援学級教室に電

子黒板を整備、令和6年に一

部の特別教室に大型モニ

ターを整備

継続 文科省策定の「教育のICT化に向けた環境

整備５か年計画（2018～2022）」に基づ

き教育機器の整備を継続

・児童生徒用ＰＣの着実な

更新

・大型提示装置・実物投影

機を全教室（特別教室含

む）に整備、古い機器の更

新

・教職員用PCの着実な更新

・全教室に無線ＬＡＮ環境

整備、十分な帯域の確保

「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画

（延⾧）」

「学校のネットワークの改善について」より

部活動外部人材活用

事業

 運動部活動の指導の

 工夫・改善支援事業

 （旧 学校のおける

 スポーツ環境の充実 

 スポーツエキスパー

 ト活用事業・運動部

 活動地域連携再構築

 事業）

学校教育課  運動部活動に熱心に取

り組み、競技力等の向

上をめざしている中学

校に優秀な外部指導者

を派遣し、 運動部活動

の振興と地域社会の連

携を促進することを目

的とします。あわせて

教職員の負担軽減も図

ります。

・スポーツエキスパート：

３種目/４人/105回

・部活動指導員：８種目/16

人/921日

・希望するすべての学校で

の取り組みをめざします。

市の会計年度任用職員とし

て部活動指導員を任用し、

希望のあった中学校に配置

しました。

B： おおむね

順調

より専門的な知識をもつ外

部指導者と連携すると共

に、学校の働き方改革の観

点から、教員の部活動指導

に係る時間の軽減につな

がっています。

継続 部活動の地域移行完了と共に事業は終了

となります。

・部活動指導員：０人

（想定では事業廃止済み）

部活動の段階的な地域移行を推進しており、

想定どおりに地域移行が完了すれば、令和11

年度においては部活動指導員の配置は必要あ

りません。

児童生徒の健康保持

増進

学校教育課 学校における教育活動

が安全かつ安心に実施

されるよう、児童生徒

の健康の保持増進を図

ります。

・健康診断実施回数：年1回

・養護教諭研修：年1回

健診実施回数 年1回

養護教諭研修 年１回

・健康診断実施回数：年1回

・養護教諭研修：年1回

・児童生徒に対して健康診

断を年１回実施していま

す。

・学校現場において児童生

徒の健康保持増進を担う養

護教諭に対して研修を実施

し、学校教育課、学校現場

間の連携を深めています。

A： 順調 ・児童生徒健康診断、養護

教諭研修とも年１回実施し

ています。

継続 健診実施回数 年1回

養護教諭研修 年1回

前年度までの取組内容と実績より設定

（再掲）児童館運営

事業

こども未来

課

市内7か所に児童館を設

置し、児童を対象に各

種教室や体験活動を企

画・実施し、児童健全

育成の拠点として機能

しています。うち5館は

児童クラブを併設し、

放課後児童健全育成事

業を実施しています。

・燕地区来館者数（5館）：

109,478人

・吉田地区来館者数（1

館）：25,088人

・分水地区来館者数（1

館）：10,241人

計144,807人

・燕地区来館者数（4館）：

52,723人

・吉田地区来館者数（1

館）：16,935人

・分水地区来館者数（1

館）：11,920人

計81,578人

・3地区７館の児童館来館者

数：計139,500人

児童館の運営を通じて、児

童に「遊びの場」を提供し

ました。魅力ある児童館運

営を目指し、各児童館が工

夫を凝らした様々なイベン

トを開催しました。

燕地区の１館（白山町児童

館）が令和元年度に閉館し

ました。

D： 遅れてい

る

コロナ禍による利用者数の

減が完全には回復していな

いため、「遅れている」と

しました。

継続 親子が遊び、交流できる居場所の提供、

子育て相談、子育てに関する情報の提供

等を行うほか、子育てサークルの活動支

援等を行います。また、児童館職員の子

育て支援に必要な知識や技術の向上を図

るための研修等を実施します。

・3地区6館の児童館来館者

数：計35,000人

令和３年度より来館者数の積算方法を変更し

たため、令和11年度目標より、それに合わせ

た目標値とします。（令和２年度までは、児

童クラブ併設の児童館の来館者数に、児童ク

ラブの利用者が含まれていましたが、令和3

年度より児童館だけを利用する来館者のみの

積算としました）

目標値については、出生数が減少する中で

も、魅力ある事業を実施し、利用者数を維持

しつつ、若干の増加を目指します。

（再掲）なかまの会

運営事業

学校教育課 市内5か所の小学校区に

「なかまの会」を設置

し、小学校内や敷地

内、公共の施設を有効

活用しながら、様々な

遊びの中から創造性や

自主性、社会性などを

身につける活動を行

い、年間を通じた放課

後の子どもの居場所づ

くりを目的に事業を実

施しています。

なかまの会の設置数

・燕地区：4施設

・分水地区：1施設

登録児童数

・燕地区：396人

・分水地区：87人

なかまの会の設置数

・燕地区    2施設

・分水地区   1施設

登録児童数

・燕地区    108人

・分水地区   47人

なかまの会の設置数

・燕地区：２施設

・分水地区：１施設

児童クラブが設置されてい

ない小学校で「なかまの

会」を開設し、放課後等の

安全な居場所の確保のた

め、市内2箇所の小学校区お

よび統合した1箇所の小学校

区で運営を行います。

B： おおむね

順調

「燕市なかまの会要綱」に

基づいて事業を実施すると

ともに、燕市の「ホーム

ページ」へ情報を掲載し、

対象となる家庭からもれな

く入会申請をしていただく

ため周知を行っています。

継続 児童クラブに移行するまでの間、安全で

安心な放課後の子どもの活動場所とし

て、事業を継続。

なかまの会の設置数

・分水地区：１施設

小中学校の適正配置の検討にあわせて、事業

の継続を判断します。

④こども・若者の居場所づくりの推進
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

【新】子どもの居場

所づくり支援事業

子育て応援

課

子ども食堂等子どもの

居場所を提供する団体

への支援を行い、安定

した運営が継続できる

環境整備に取り組みま

す。

—

子ども食堂のある小学校区

数：５小学校区

子ども食堂のある小学校区

数：7小学校区

助成金を支給するほか、子

ども食堂運営団体の意見交

換会や開設に向けた相談を

受け付けるなど、子どもの

居場所を提供する団体へ支

援を行っています。

A： 順調 助成金や意見交換会など、

子どもの居場所づくり運営

団体が安定した運営が継続

できる環境整備に取り組む

ことで、市内の子どもの居

場所が順調に増えてきてい

る。

継続 子ども食堂のある小学校区

数：14小学校区

児童数や小学校区の広さなどを勘案し、子ど

も食堂が不足している地域について重点的に

開設を促進します。

（再掲）学校図書館

充実事業

学校教育課 読書活動の推進によ

り、豊かな心の育成

と、読解力や想像力、

思考力や表現力等を育

成するために、学校図

書館管理システムを活

用しながら適正な蔵書

管理を行います。ま

た、学校図書館司書を

配置することで、児童

生徒が利用しやすい学

校図書館環境を整備す

るほか、図書の効果的

な活用に関する支援を

行います。

・学校図書館蔵書冊数

小学校：116,139冊

中学校：50,338冊

・図書館担当者研修を開催

し、全小中学校20人が参加

しました。

・学校図書館蔵書冊数

小学校：126,263冊

中学校：54,106冊

・図書館担当者研修を開催

し、小中学校合わせて19人

が参加しました。

学校図書館管理システムを

活用しながら適正な蔵書管

理を行うとともに、児童生

徒の読書傾向を把握した効

果的な読書指導に努めま

す。また、図書購入につい

ては、文部科学省の定める

「学校図書館図書標準」の

達成に向けて、計画的に蔵

書を充実させていきます。

平成27年度に全校に導入を

完了した学校図書館管理シ

ステムを活用し、定期的な

蔵書点検を行うことで、適

正な蔵書管理の維持に努め

ました。また、学校図書館

司書の配置により、破損本

の修理や書架の整理等を行

うことで児童生徒が利用し

やすい図書館環境を整備す

るほか、授業で必要な図書

資料の準備等、教諭のサ

ポートを行うことで学校図

書館の運営を支えていま

す。

B： おおむね

順調

小学校は令和3年度、中学校

は令和10年度までに全校で

文科省の定める図書館図書

標準を達成するための購入

計画に基づいて新刊購入を

しています。令和５年度末

時点で、小学校で104％、中

学校で94％の達成率となり

ました。

令和５年度は、10年ぶりに

全面改訂され、2021年に発

売された「ポプラディア」

第三版を全小中学校で所蔵

し、自分で調べる活動を積

極的に取りれることによ

り、調べる習慣が身につく

よう指導しています。

継続 学校図書館管理システムを活用し、蔵書

管理の徹底や読書傾向を把握していきま

す。学校図書館司書を中心に、図書館運

営を円滑に行えるように担当教諭、図書

委員会、図書館ボランティアと連携を図

ります。

学校図書館管理システムを

活用しながら適正な蔵書管

理を行うとともに、児童生

徒の読書傾向を把握した効

果的な読書指導に努めま

す。また、図書購入につい

ては、文部科学省の定める

「学校図書館図書標準」の

達成に向けて、計画的に蔵

書を充実させていきます。

文部科学省「学校図書館図書標準」より設定

しました。

【新】Good jobつば

め推進事業

学校教育課

子どもを育む推進事

業

学校教育課 燕市の子どもを取り巻

く諸問題に対処し、健

やかな心の成⾧を育む

活動を推進します。

・推進協議会：２回開催

・絆スクール集会の開催

燕中学校区：403人

小池中学校区：129人

燕北中学校区：220人

吉田中学校区：388人

分水中学校区：229人

・推進協議会：2回開催

・絆スクール集会の開催

全中学校区で実施

・ズボン下ろし発生件数13

件（R4：14件）

・推進協議会：２回開催

・いじめ見逃しゼロスクー

ル集会の開催・ズボン下ろ

しの発生件数の減少

・推進協議会の開催（年2回

を予定）

・いじめ見逃しゼロスクー

ル集会の開催

B： おおむね

順調

計画どおりに実施できた。 継続 燕市いじめ防止基本方針を受け、燕市子

どもを育む推進協議会において、いじめ

の防止等に関する関係機関相互の連絡調

整・情報共有・ネットワークづくり等の

役割を担います。

・推進協議会：2回開催

・いじめ見逃しゼロスクー

ル集会の開催

・推進協議会設置要綱の目標に合わせて計画

 適応指導教室事業

（R7～校外教育支援

センター事業）

学校教育課 不登校など学校生活に

対応できない児童・生

徒に対し、集団生活へ

の適応指導、カウンセ

リング、学習指導、体

験的活動等を組織的、

計画的に実施すること

により児童・生徒の自

主性および社会性の育

成や集団生活への復帰

を援助します。

・通室状況

エンゼルルーム：12人

山吹の部屋：5人

たんぽぽの部屋：3人

・通室状況

エンゼルルーム：11人

山吹の部屋：9人

たんぽぽの部屋：9人

・指導員が個に応じた指導

を進め、コミュニケーショ

ン能力の向上と、集団生活

適応力の向上を図ります。

・学校や専門機関と連携・

協力し、児童生徒の不登校

解消をめざします。

・指導員が個に応じた指導

を進め、コミュニケーショ

ン能力の向上と、集団生活

適応力の向上を図りまし

た。

・利用児童生徒の増加を受

け、山吹の部屋とたんぽぽ

の部屋の開室時間を延⾧し

ました。

・国のCOCOLOプランに基

づき、児童生徒の社会的自

立を支援しました。

A： 順調 国の指針等に基づき、「不

登校解消」を目標とせず、

児童生徒の「社会的自立の

支援」を目的としていま

す。

学校に行くことができない

児童生徒を対象に、市内3カ

所に適応指導教室（校外教

育支援センター）を設置

し、個人の状況に合わせた

学習や活動を実施し、社会

的自立を支援いたしまし

た。

継続 学校へ行くことが困難な児童生徒への教

育の機会の提供や居場所としての役割を

担うため、今後も継続して実施してまい

ります。

・指導員が個に応じた指導

を進め、コミュニケーショ

ン能力の向上と、集団生活

適応力の向上を図ります。

・学校や専門機関と連携・

協力し、児童生徒の社会的

自立を支援します。

前年度の取組内容及び実績により設定

 別室登校支援事業

（R7～校内教育支援

センター事業）

学校教育課 中学校に教育支援セン

ター指導員を配置し、

学校には登校できても

教室に入ることのでき

ない生徒に対して、学

校と連携しながら個に

応じた学習支援を行い

ます。

市内５中学校に各1名配置 市内５中学校に各1名配置 ・市内5中学校に各1名の配

置を継続します。

学校には登校できても、教

室に入ることができない生

徒に対して、学校や市教

委、校外教育支援センター

と連携しながら、個の状況

に応じた教育の機会を提供

し、生徒の社会的自立を支

援しました。

A： 順調 市内5中学校に各1名を配置

できたため。

継続 今後も、各中学校に1名ずつ指導員を配置

します。

各中学校に1名ずつ指導員配

置の継続。

小学校への校内教育支援セ

ンターの拡充。

不登校児童の増加を受け、国も「校内教育支

援センター（SSR）」の設置を推進している

ため、現在未設置の小学校への設置につい

て、検討を進めます。

⑤自己成⾧・社会的自立に向けた支援

⑥困難な状況に応じた支援
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

（再掲） 適応指導教

 室事業

（R7～校外教育支援

センター事業）

学校教育課 不登校など学校生活に

対応できない児童・生

徒に対し、集団生活へ

の適応指導、カウンセ

リング、学習指導、体

験的活動等を組織的、

計画的に実施すること

により児童・生徒の自

主性および社会性の育

成や集団生活への復帰

を援助します。

・通室状況

エンゼルルーム：12人

山吹の部屋：5人

たんぽぽの部屋：3人

・通室状況

エンゼルルーム：11人

山吹の部屋：9人

たんぽぽの部屋：9人

・指導員が個に応じた指導

を進め、コミュニケーショ

ン能力の向上と、集団生活

適応力の向上を図ります。

・学校や専門機関と連携・

協力し、児童生徒の不登校

解消をめざします。

・指導員が個に応じた指導

を進め、コミュニケーショ

ン能力の向上と、集団生活

適応力の向上を図りまし

た。

・利用児童生徒の増加を受

け、山吹の部屋とたんぽぽ

の部屋の開室時間を延⾧し

ました。

・国のCOCOLOプランに基

づき、児童生徒の社会的自

立を支援しました。

A： 順調 国の指針等に基づき、「不

登校解消」を目標とせず、

児童生徒の「社会的自立の

支援」を目的としていま

す。

学校に行くことができない

児童生徒を対象に、市内3カ

所に適応指導教室（校外教

育支援センター）を設置

し、個人の状況に合わせた

学習や活動を実施し、社会

的自立を支援いたしまし

た。

継続 学校へ行くことが困難な児童生徒への教

育の機会の提供や居場所としての役割を

担うため、今後も継続して実施してまい

ります。

・指導員が個に応じた指導

を進め、コミュニケーショ

ン能力の向上と、集団生活

適応力の向上を図ります。

・学校や専門機関と連携・

協力し、児童生徒の社会的

自立を支援します。

前年度の取組内容及び実績により設定

（再掲）【新】燕ス

マイル・サポート・

ステーション（燕市

子ども・若者相談電

話）

（いじめ、不登校、

引きこもり等への相

談電話）

学校教育課 悩みを抱えた小学生か

ら39歳までの子どもや

若者、その保護者を対

象に、電話、来所、訪

問、メールで、不登校

などの相談に応じ、適

切な支援を行います。

相談の解決等達成率：67％

（解決・進捗相談件数）※

解決・進捗とは相談件数の

うち解決したものおよび前

進したものの合計

・相談件数：793件

電話相談：192件

面談相談：215件

家庭訪問：190件

学校訪問：148件

メール相談：6件

ケース会議など：42件

・相談の解決等達成率につ

いては、相談を受けたもの

の主観による部分が大き

く、同一の基準で図ること

が困難なため、令和4年度よ

り集計していません。

・相談件数；413件

電話相談：256件

面接；98件

家庭訪問；22件

学校訪問：15件

メール相談：4件

ケース会議：18件

・相談の解決等達成率：

70％

悩みを抱えた小学生から39

歳までの子どもや若者、そ

の保護者を対象に、電話、

来所、訪問、メールで、不

登校などの相談に応じ、適

切な支援を行いました。ま

た、必要に応じてその他の

相談機関等に連携を行いま

した。

また、校外教育支援セン

ターや校内教育支援セン

ターと合同研修なども実施

しています。

A： 順調 ・相談の解決等達成率につ

いては、相談を受けたもの

の主観による部分が大き

く、同一の基準で図ること

が困難なため、令和4年度よ

り集計していませんが、

様々な相談に対して必要な

支援を行いました。

継続 相談件数450件 令和5年度実績の相談件数

413件×1.1≒450件

（再掲） 別室登校支

 援事業

（R7～校内教育支援

センター事業）

学校教育課 中学校に教育支援セン

ター指導員を配置し、

学校には登校できても

教室に入ることのでき

ない生徒に対して、学

校と連携しながら個に

応じた学習支援を行い

ます。

市内５中学校に各1名配置 市内５中学校に各1名配置 ・市内5中学校に各1名の配

置を継続します。

学校には登校できても、教

室に入ることができない生

徒に対して、学校や市教

委、校外教育支援センター

と連携しながら、個の状況

に応じた教育の機会を提供

し、生徒の社会的自立を支

援しました。

A： 順調 市内5中学校に各1名を配置

できたため。

継続 今後も、各中学校に1名ずつ指導員を配置

します。

各中学校に1名ずつ指導員配

置の継続。

小学校への校内教育支援セ

ンターの拡充。

不登校児童の増加を受け、国も「校内教育支

援センター（SSR）」の設置を推進している

ため、現在未設置の小学校への設置につい

て、検討を進めます。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

【新】つばコン（婚

活事業）

地域振興課

【新】若者就労支援

事業

社会教育課

（再掲）【新】燕ス

マイル・サポート・

ステーション（燕市

子ども・若者相談電

話）

（いじめ、不登校、

引きこもり等への相

談電話）

学校教育課 悩みを抱えた小学生か

ら39歳までの子どもや

若者、その保護者を対

象に、電話、来所、訪

問、メールで、不登校

などの相談に応じ、適

切な支援を行います。

相談の解決等達成率：67％

（解決・進捗相談件数）※

解決・進捗とは相談件数の

うち解決したものおよび前

進したものの合計

・相談件数：793件

電話相談：192件

面談相談：215件

家庭訪問：190件

学校訪問：148件

メール相談：6件

ケース会議など：42件

・相談の解決等達成率につ

いては、相談を受けたもの

の主観による部分が大き

く、同一の基準で図ること

が困難なため、令和4年度よ

り集計していません。

・相談件数；413件

電話相談：256件

面接；98件

家庭訪問；22件

学校訪問：15件

メール相談：4件

ケース会議：18件

・相談の解決等達成率：

70％

悩みを抱えた小学生から39

歳までの子どもや若者、そ

の保護者を対象に、電話、

来所、訪問、メールで、不

登校などの相談に応じ、適

切な支援を行いました。ま

た、必要に応じてその他の

相談機関等に連携を行いま

した。

また、校外教育支援セン

ターや校内教育支援セン

ターと合同研修なども実施

しています。

A： 順調 ・相談の解決等達成率につ

いては、相談を受けたもの

の主観による部分が大き

く、同一の基準で図ること

が困難なため、令和4年度よ

り集計していませんが、

様々な相談に対して必要な

支援を行いました。

継続 相談件数450件 令和5年度実績の相談件数

413件×1.1≒450件

関係機関との連携強

化

地域振興課 男女共同参画の視点を

持つ各相談機関との連

携を密にして情報の共

有に努めます。女性で

あるために抱える悩み

や心配・不安などの解

決の糸口を探すため

に、「女性のための総

合相談窓口」を開設

し、専門相談員による

相談を行い、必要な情

報の提供や関係機関へ

の紹介を行っていま

す。

相談件数：23件 相談件数：21件 毎月1回相談窓口を開設し、

相談窓口を知らなかったと

いう人がいないよう継続的

に周知に努めます。

■周知方法

・広報紙：月1回掲載

・ホームページ：通年掲載

毎月1回相談窓口を開設しま

した。

A： 順調 毎月1回相談窓口を開設しま

した。

継続 引き続き広報紙に掲載することで相談窓

口の周知に努めるとともに、会場の変更

等も含めて相談しやすい環境づくりに努

めます。

毎月1回相談窓口を開設し、

相談窓口を知らなかったと

いう人がいないよう継続的

に周知に努めます。

■周知方法

・広報紙：月1回掲載

・ホームページ：通年掲載

引き続き、毎月1回相談窓口を開設し、相談

窓口を知らなかったという人がいないよう継

続的に周知に努めます。

基本目標３ 子育て家庭への支援

児童手当給付事業 子育て応援

課

次世代を担う子どもの

育ちを社会全体で応援

するため、中学校修了

までの子どもを養育し

ている保護者に児童手

当を支給します。

・受給者数：5,261名

・総支給額：1,181,005,000

円

・受給者数：4,647名

・総支給額：1,013,845,000

円

地域の児童の健やかな成⾧

に寄与していきます。

次世代を担う子どもの育ち

を社会全体で応援するた

め、中学校修了までの子ど

もを養育している保護者に

児童手当を支給します。

B： おおむね

順調

現状滞りなく支給してお

り、現在10月の制度改正に

向け準備を進めている。

継続・

拡充

制度改正により、令和6年10月より支給対

象児童が高校生年代まで拡充され、所得

制限の撤廃されます。

国の制度であり、継続して

実施します。

地域の児童の健やかな成⾧

に寄与していきます。

国の制度であり、継続して実施します。

乳幼児学童のインフ

ルエンザ任意予防接

種費用の助成

健康づくり

課

季節性インフルエンザ

予防接種を受けること

による経済的負担を軽

減し、予防接種を受け

やすい環境の整備を図

るため、生後6カ月から

小学6年生までを対象

に、1回目の接種費用に

ついて1,000円を助成し

ます。

【参考】

・対象者数：7,489人

・助成者数：5,016人

・助成率：67.0%

【参考】

・対象者数：6,423人

・助成者数：3,385人

・助成率：52.7%

・乳幼児学童のインフルエ

ンザ任意予防接種費用の助

成を継続します。

令和6年度から対象者を小学

6年生から高校1年生まで拡

充します。また、助成額も1

回あたり2,000円で2回分ま

で助成します。

A： 順調 新型コロナウイルス感染症

の影響により、インフルエ

ンザに感染する人の減少や

流行時期の変化がみられ、

接種を希望する人が減少し

たと思われます。

継続 小学6年生から高校1年生まで拡充しま

す。また、助成額も1回あたり2,000円で2

回分まで助成します。

助成実施率：100％ 申請者数÷助成者数＝100％

⑦若者の希望がかなえられる環境づくり

⑧悩みや不安を抱える若者等に対する相談体制の充実

①子育てや教育に関する経済的負担の軽減
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①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

教育振興費（就学援

助費扶助費）

 就学援助

学校教育課 経済的な理由により就

学困難な小・中学校の

児童生徒の保護者に対

し、学用品費等の学校

で必要な費用の一部を

援助することにより、

保護者の経済的な負担

を軽減し、児童生徒が

支障なく義務教育を受

けられるようにしま

す。

・認定件数

小学校入学前：62件

小学校：577件

中学校入学前：93件

中学校：339件

・支給年3回（7月、12月、3

月）

小学校費：44,612,697円

中学校費：38,484,881円

計：83,097,578円

・医療費：481,722円

・認定件数

小学校入学前：60件

小学校：582件(内、中学校

入学前支給：103件）

中学校：309件

・支給年4回（7月、12月、3

月、翌年度4月）

小学校費：52,478,279円

中学校費：44,537,964円

計：97,016,243円

・医療費：147,769円

国の施策や他市の状況を把

握しながら、引き続き経済

的に就学困難な家庭に必要

な援助を行っていきます。

就学援助制度では、学用品

費、通学用品費、通学用ヘ

ルメット購入費、校外活動

費、生徒会費、PTA会費、新

入学児童生徒学用品費等、

修学旅行費、学校給食費、

オンライン学習通信費、医

療費を援助しています。支

給額は、「燕市就学援助実

施要綱」で定めています。

また、新入学児童生徒学用

品費については、H29年度よ

り、小・中学校入学前の児

童生徒（翌年度新小1年生）

に対して、入学前年度末（3

月）に支給しています。

A： 順調 支給額については、国の基

準額の増額に準じて市の支

給額も増額することで、保

護者の経済的負担の軽減に

努めています。また、燕市

の「ホームページ」、「広

報つばめ」へ情報を掲載す

るほか、「LINE」、「X（旧

Twitter）」、「マチコミ」

等を活用し、就学援助を必

要とする家庭からもれなく

申請をしていただくため周

知を行っています。

継続 経済的な理由により教育の機会が失われ

ることのないように、事業を継続。

国の施策や他市の状況を把

握しながら、引き続き経済

的に就学困難な家庭に必要

な援助を行っていきます。

国の基準額の改定に準じて市の支給額も増額

等の改定を行っています。

奨学金貸付事業 学校教育課 奨学金は、教育の機会

均等と人材育成を目的

に、学業の優れた学

生、または生徒で、経

済的理由により就学が

困難な場合に、市が学

費を貸し出す制度で

す。

・申込者39人

・決定者37人

・申込者39人

・決定者38人

・申込者を40人以上にしま

す。

「他の奨学金制度との併

用」や「貸付額の選択制」

などにより、借り入れをし

やすい制度としています。

B： おおむね

順調

目標40人に対して、39人の

申請だったため。

継続 ・申込者を40人以上にしま

す。

・貸付対象に「大学院」を

加える。

審査基準として成績基準と所得基準があり、

申込者全員が貸与を受けられる制度でないこ

とから。

現在、「大学院」については、対象外となっ

ており（返還の猶予は対象）、対象の拡充の

要望があるため、他市町村等の状況等調査研

究しながら、検討を進めてまいります。

【新】出産・子育て

応援給付金

子育て応援

課

すべての妊婦と子育て

家庭が安心して出産・

子育てできるよう、経

済的支援を実施しま

す。
—

出産応援給付金：支給件数

407件、支給金額20,350,000

円

子育て応援給付金：支給件

数418件、支給額20,900,000

円

すべての妊婦と子育て家庭

が安心して出産・子育てで

きるよう支援します。

妊娠届出後に出産応援給付

金として妊婦1人あたり５万

円、出

生届出後に子育て応援給付

金として子ども1人あたり５

万円を支給します。

A： 順調 対象者全員に支給すること

ができているため。

終了 子ども・子育て支援法に「妊婦のための

支援給付」として規定される予定。

すべての妊婦と子育て家庭

が安心して出産・子育てで

きるよう支援します。

目標継続

【新】赤ちゃん紙お

むつ購入費助成事業

子育て応援

課

乳児のいる世帯に対

し、乳児用の紙おむつ

購入代金の一部を助成

することにより、経済

的負担を軽減し、子ど

もを産み育てやすい環

境の更なる充実を図り

ます。

— —

乳児用の紙おむつ購入代金

の一部を助成することによ

り、子育て世帯の経済的負

担を軽減を図ります。

乳児のいる世帯に対し、乳

児用の紙おむつ購入代金の

一部を助成することによ

り、経済的負担を軽減し、

子どもを産み育てやすい環

境の更なる充実を図りま

す。

令和6年度事業開始により中

間評価は困難

継続 乳児用の紙おむつ購入代金

の一部を助成することによ

り、子育て世帯の経済的負

担を軽減を図ります。

目標継続

【新】子育て応援

カード事業

こども未来

課

燕市内にお住まいの中

学生以下の子どもがい

る保護者や妊娠中の方

を対象に、「つばめ子

育て応援カード」を協

賛企業へ提示すると、

料金割引や粗品進呈

等、それぞれの協賛企

業が設定した優待サー

ビスが受けられる事業

です。令和3年度より開

始。

—

協賛店数：86店舗

—

カードの有効期限は１年間

であるため、毎年、対象者

に当該年度分のカードを発

行しました。また、事業の

PRや協賛店の新規獲得に努

めました。

令和7年度から、これまでの

紙製のカードではなく、ス

マートフォンの画面にカー

ドを表示させるデジタル化

を実施します。

— —

新規 協賛いただける店舗を増やし、市民サー

ビスの向上につなげます。

110店舗 1年あたり５店舗の新規協賛を目指します。
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①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

子ども医療費助成事

業

保険年金課 ・助成対象者：9,302人

・受診述べ件数：136,344件

・医療費助成額：190,661千

円

・助成対象者：10,007人

・受診述べ件数：149,463件

・医療費助成額：238,540千

円

保護者の経済的負担の軽減

を図り、子どもの保健の向

上と福祉の増進に寄与しま

す。

高校卒業までのお子さんの

医療費について、医療費の

自己負担額から一部負担金

を控除した残り金額を助成

しました。

【一部負担金】

・入院：0円（令和5年3月診

療分までは1日1,200円）

※令和5年4月診療分より、

自己負担額を0円に助成拡大

・通院：1回につき530円

※同一の月に同一の医療機

関で5回目以降は無料

・薬局：0円

・訪問看護：1日につき250

円

【入院時食事療養費標準負

担額の助成】

・標準負担額の減額を受け

ている方が対象

A： 順調 子どもの医療費の一部を助

成することにより、安心し

て子どもを産み育てること

ができる環境づくりの一環

として、子どもの保護者の

経済的な負担の軽減を図り

ました。

また、令和5年4月診療分か

ら入院の自己負担額を0円と

し、助成を拡大しました。

継続 保護者の経済的負担の軽減

を図り、子どもの保健の向

上と福祉の増進に寄与しま

す。

子育て世代を支援する医療費助成の充実は、

少子化対策に有効な施策であると考えていま

す。

妊産婦医療費助成事

業

保険年金課 ・助成対象者565人

・受診述べ件数：2,405件

・医療費助成額：16,566千

円

・助成対象者431人

・受診述べ件数：4,694件

・医療費助成額：22,080千

円

・妊産婦の経済的負担の軽

減を図り、妊産婦の疾病の

早期発見と早期治療を促進

します。

妊産婦の療養にかかる医療

費の自己負担額から高額療

養費・付加給付等を控除し

た残りの金額を全額助成し

ました。

A： 順調 妊産婦が負担する医療費を

助成することにより、安心

して子供を産み育てること

ができる環境づくりの一環

として、妊産婦の経済的な

負担の軽減を図りました。

継続 ・妊産婦の経済的負担の軽

減を図り、妊産婦の疾病の

早期発見と早期治療を促進

します。

子育て世代を応援する医療費助成の充実は、

少子化対策に有効な施策であると考えていま

す。

妊産婦が負担する医療

費の一部を助成するこ

とにより、妊産婦の疾

病の早期発見と早期治

療を促進し、もって母

体の保護と胎児の健全

育成に資することを目

的としています。

助成対象者の医療費に

つき、自己負担額を支

払わなければならない

場合、または支払った

場合において、当該自

己負担額から保険者が

給付する高額療養費・

付加給付の額を控除し

た残りの金額の全額を

助成します。対象期間

は妊娠届を出した日か

ら出産（死産含む）の

翌月末日までです。

安心して子どもを産み

育てることができる環

境づくりの一環とし

て、子どもの医療費の

一部をその保護者に助

成することにより、疾

病の早期発見と早期治

療を促進し、かつ保護

者の経済的負担の軽減

を図るとともに子ども

の保健の向上と福祉の

増進に寄与することを

目的としています。

通院・入院について、

誕生から高校卒業まで

の子どもの医療費に係

る自己負担額から、一

部負担金を控除した額

を助成します。

※令和5年度から入院に

かかる一部負担金を無

料化しています。
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①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

未熟児養育医療給付

事業

保険年金課 ・受診延べ件数：19件

・医療費助成額：2,208千円

・受診延べ件数：61件

・医療費助成額：6,017千円

・未熟児の保護者の経済的

負担の軽減を図り、保健の

向上と福祉の増進に繋げま

す。

生まれたときの体重が

2,000g以下であるか、また

は2,000gを超えていても医

師の診断により生活力が弱

いなど、からだの発育が未

熟なまま生まれた乳児（１

歳になるまで）に対し、養

育医療指定医療機関におい

て入院療養を必要と認めた

場合に、入院にかかる保険

診療分の医療費（食事療養

費も含む）を公費で助成し

ました。

ただし、世帯の所得に応じ

て自己負担額が生じます。

※令和5年4月診療分より世

帯の所得に応じて自己負担

額が生じた場合、子ども医

療費助成で全額助成される

ようになりました。

A： 順調 養育に必要な医療の給付を

行うことにより、安心して

子どもを産み育てることが

できる環境づくりの一環と

して、未熟児の保護者の経

済的負担の軽減を図りまし

た。

継続 ・未熟児の保護者の経済的

負担の軽減を図り、保健の

向上と福祉の増進に繋げま

す。

子育て世代を支援する医療費助成の充実は、

少子化対策に有効な施策であると考えていま

す。

ひとり親家庭等医療

費助成事業

保険年金課 ひとり親家庭の父、ま

たは母および児童等の

医療費に対して助成を

行い、ひとり親家庭等

の保健の向上と福祉の

増進を図ることを目的

としています。対象者

の医療費に係る自己負

担額から、一部負担金

を控除した額を助成し

ます。

※令和5年度から受給者

のうち「0歳から満18歳

に達した日以後の最初

の3月31日までの子ど

も」を対象に、入院に

かかる一部負担金を無

料化しています。

年間

・助成対象者1,495人

・受診延べ件数：18,223件

・医療費助成額：36,316千

円

・助成対象者1,069人

・受診述べ件数：15,758件

・医療費助成額：33,039千

円

・ひとり親家庭の経済的負

担の軽減を図り、保健の向

上と福祉の増進に繋げま

す。

ひとり親家庭の父、または

母および児童等の医療費に

ついて、医療費の自己負担

額から一部負担金を控除し

た残り金額を助成しまし

た。

【一部負担金】

・入院：1日1,200円

※令和5年4月診療分より、

18歳までのお子さんは自己

負担額を0円に助成拡大

・通院：1回につき530円

※同一の月に同一の医療機

関で5回目以降は無料

・薬局：0円

・訪問看護：1日につき250

円

【入院時食事療養費標準負

担額の助成】

・標準負担額の減額を受け

ている方が対象

A： 順調 ひとり親家庭等の医療費の

一部を助成することによ

り、安心して子どもを産み

育てることができる環境づ

くりの一環として、ひとり

親家庭等の経済的な負担の

軽減を図りました。

また、令和5年4月診療分か

ら18歳までのお子さんの入

院の自己負担額を0円とし、

助成を拡大しました。

継続 ・ひとり親家庭の経済的負

担の軽減を図り、保健の向

上と福祉の増進に繋げま

す。

ひとり親家庭等を支援する医療費助成の充実

は、生活の安定と自立の促進に寄与する有効

な施策であると考えます。

養育に必要な医療の給

付を行うことにより、

安心して子どもを産み

育てることができる環

境づくりの一環とし

て、未熟児の保護者の

経済的負担の軽減を図

ることを目的としてい

ます。

生まれたときの体重が

2,000g以下であるか、

または2,000gを超えて

いても医師の診断によ

り生活力が弱いなど、

からだの発育が未熟な

まま生まれた乳児（１

歳になるまで）に対

し、養育医療指定医療

機関において入院療養

を必要と認めた場合

に、入院にかかる保険

診療分の医療費を公費

で助成します（食事療

養費も含みます）。世

帯の所得に応じて自己

負担額が決定し、後日

市へ納付していただき

ます。

※令和5年度 4月1日診療

 分から世帯の所得に応

じて自己負担額が生じ

た場合、子ども医療費

助成事業により で全額

助成 されしています。

なお、本事業は平成25

年度から母子健康保険

法（昭和40年法律第141

号）第20条の未熟児養

育医療の事務が県から

市に移譲された事業と

なります。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）
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①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

（再掲）子育て支援

センター

こども未来

課

地域全体で子育てを支

援する基盤の形成を図

るため、育児不安に対

する相談、子育てサー

クルへの支援、地域の

保育に関する情報提供

等を行います。

・実施施設数：10施設（私

立含む）

・延べ利用者数：58,572人

・相談件数：3,380件

・実施施設数：12施設（私

立含む）

・延べ利用者数：55,757人

・相談件数：4,413件

・実施施設数：10施設（私

立含む）

・延べ利用者数：77,800人

・相談件数：5,000件

子育て家庭への育児不安に

ついての相談や入園前の子

育て中の親子の交流や情報

提供の支援及び育児講座な

どの開催。

B： おおむね

順調

利用者数は減少傾向にある

が、事業内容の取組自体は

引き続き継続して行ってい

るため。

継続 ・実施施設数：13施設（私

立含む）

・延べ利用者数：55,000人

・相談件数：6,000件

・実施施設数は、現在設置数＋R7.4第二泉こ

ども園新設分

・延べ利用者数は、H30→R5にかけて年平均

400人減少しているため、400人×6年＝

2,400人減少＋新設分1,000人（私立園年平

均）増加とする。（端数処理）

・相談件数は、H30→R5にかけて年平均200

件増加しているため、200件×6年＝1,200件

増加＋新設分200件（私立園年平均）増加と

する。（端数処理）

利用者支援事業（基

本型）

こども未来

課

子どもまたはその保護

者の身近な場所で、教

育・保育施設や地域の

子育て支援事業等の情

報提供および必要に応

じ相談・助言等を行う

とともに、関係機関と

の連絡調整等を実施し

ます。

・実施施設数：私立 1施設

・実利用人数：215人

・相談件数：498件

・実施施設数：私立 1施設

・実利用人数：321人

・相談件数：687件

・実施施設数：私立 1施設

・実利用者数：270人

子育てにまつわる不安や悩

みなどをワンストップで受

け入れ、子育て支援専門員

がニーズに合わせた、相談

や幅広い情報提供、助言を

行う。

B： おおむね

順調

コロナ禍で相談件数は減少

していたが、コロナ5類移行

後は増加傾向にあり、事業

内容の取組自体も引き続き

継続して行っているため。

継続 ・実施施設数：私立 1施設

・実利用者数：200人

・実利用者人数延べ利用者数は、H30→R5に

かけて年平均20人減少しているため、20人×

6年＝120人減少とする。（端数処理）

児童クラブへの一時

入会

学校教育課 夏休み等の⾧期休業中

の児童クラブへの受け

入れや、同居家族の病

気、家庭環境の変化ま

たは転校等で、急に児

童クラブの利用が必要

になった場合など、児

童クラブへの入会を

もって保護者の就労、

その他の支援を行うと

ともに児童の健全育成

を図ります。

・夏休み等の⾧期休業中の

受け入れ数（延べ人数）：

燕地区0人

吉田地区93人

分水地区80人

※集計方法が合併前の地区

で違うため燕地区は0人と

なっています。同じ集計方

法に置き換えた場合は101人

となります。

・年度途中での異動件数：

新規入会児童数19人

退会児童数83人

・夏休み等の⾧期休業中の

受け

 入れ数（延べ人数）

燕地区     147人

吉田地区      81人

分水地区      27人

・年度途中での異動件数

新規入会児童数  19人

退会児童数     83人

・夏休み等の⾧期休業中の

受け入れ数（延べ人数）：

燕地区100人

吉田地区100人

分水地区80人

・施設の拡充等実施数：6施

設（右記児童クラブ+なかま

の会からの移行）

夏休み等の⾧期休業中や、

同居家族の病気や転校等に

より児童クラブの利用が必

要になった場合に、児童ク

ラブで児童を受け入れ、保

護者の就労支援を行うとと

もに、児童の健全育成を図

りました。

B： おおむね

順調

「燕市児童クラブ入会のご

案内」をもとに、各施設と

連携し、利用希望する全家

庭を受け入れることができ

ました。

継続 出生数が減少している一方で、女性の就

業率の上昇等により児童クラブのニーズ

は高まっていることから、燕市建物系公

共施設保有量適正化計画も見据えなが

ら、施設の拡充や施設数の拡大を図る必

要があると考えます。また、利用者の増

加に対応するため、職員の確保ととも

に、職員の知識や技能の向上を図りま

す。

・夏休み等の⾧期休業中の

受け

 入れ数（延べ人数）

燕地区     200人

吉田地区    100人

分水地区      55人

令和5年度の実績に、施設の拡充等実施3施設

の見込み数を加えました。

（再掲）子育てガイ

ドの発行

こども未来

課

市で実施している各種

子育て支援サービス等

が、地域の皆さんに十

分周知されるよう、子

育てガイドを毎年作成

し、情報提供を行うと

ともに地域の子育てを

応援します。

年1回発行（発行数1,900

部）

年1回発行（発行数2,000

部）

年1回発行（発行数2,000

部）

妊娠届を提出された方や、

転入された方などに対し、

子育てガイドを発行し、各

種子育て支援サービスの周

知に努めました。

A： 順調 見やすい工夫を行いなが

ら、毎年発行しており、目

的は達成できているものと

考えています。

継続 市ホームページへの掲載を継続するとと

もに、見てもらうための工夫や誘導を行

います。また、電子媒体による情報発信

が主流となりつつありますが、子育てに

関する基礎情報を掲載したポケット版冊

子の需要は一定数あるため、継続が必要

と考えます。

年1回発行 修正を加えながら、最新の情報にて毎年発行

することが求められるためです。

【新】子育てアプリ

事業

こども未来

課

妊娠中の健康記録や子

どもの成⾧記録、予防

接種のスケジュール管

理、市からのお知らせ

やイベント情報の取得

ができるアプリを提供

します。

—

登録者数2,779人 登録者数3,100人 登録者数を増やすため、出

生届提出時や検診時に登録

を促している。また、ほぼ

毎日、子育て情報を発信

し、保護者が必要とする情

報を届けています。

— —

継続 他課との連携を図りながら、今後も引き

続き情報発信努めます。

登録者数4,500人 出生数が年間400人前後であるため、そのう

ち75％にあたる300人程度の保護者の登録を

目指します。

【新】子育てコン

シェルジュ事業

こども未来

課

子育て支援センター等

の職員を対象に、国が

定める子育て支援員研

修を実施し、修了者を

「子育てコンシェル

ジュ」として配置する

ことで、相談体制の充

実と関係機関との連携

強化を図ります。令和

２年度より開始。

—

市内31施設に52人を配置

（令和5年4月1日現在）

※公立の子育て支援セン

ター、児童館、児童クラブ

には全て配置
—

子育て支援センター等で、

妊娠や出産、子どもの発達

など、子育てに関するさま

ざまな相談・悩みごとに対

応するとともに、必要に応

じて関係機関へつないでい

ます。

— —

新規 引き続き、コンシェルジュの育成と配置

を行い、相談体制の充実を図ります。

公立の子育て支援セン

ター、児童館、児童クラブ

に全て配置

現在の体制の維持を目指します。

②地域における子育て支援の充実
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

民生委員・児童委員

の活動

社会福祉課 児童および妊産婦を取

り巻く環境を必要に応

じて把握し、サービス

を利用するための必要

な情報の提供や、援

助、指導を行い福祉の

向上を図ります。

子どもに関する相談・支援

件数：533件

子どもに関する相談・支援

件数：261件

・子どもに関する相談に、

適切に支援・助言を行い、

関係機関と連携し、児童の

福祉の向上に努めます。

子育て・母子保健に係る保

護者からの相談や、子ども

の地域生活や教育・学校生

活に係る児童本人等からの

相談に対応し、適切な支援

につながるよう取り組んで

います。

B： おおむね

順調

コロナ禍で減少した児童や

学校との接点を取り戻すこ

とに努めながら、児童およ

び妊産婦を取り巻く環境を

必要に応じて把握し、サー

ビスを利用するための必要

な情報の提供や、援助、指

導を行い福祉の向上を図っ

ているため。

継続 引き続き児童および妊産婦を取り巻く環

境を必要に応じて把握し、サービスを利

用するための必要な情報の提供や、援

助、指導を行い福祉の向上を図ります。

子どもに関する相談に、適

切に支援・助言を行い、関

係機関と連携し、児童の福

祉の向上に努めます。

事業の継続性を勘案し、令和６年度目標と同

じ定性目標としました。

子どもの学習・生活

支援事業

社会福祉課 生活困窮世帯等の子ど

もに対し、学習の援助

を行います。

生活困窮世帯等の子ど

も・その保護者に対

し、子どもの生活習慣

や育成環境の改善に関

する助言を行います。

生活困窮世帯等の子ど

もの進路選択その他の

教育および就労に関す

る問題につき、子ど

も・その保護者からの

相談に応じ、必要な情

報の提供や助言をし、

関係機関との連絡調整

を行います。

子どもの学習支援を実施 把握している世帯への情報

提供・助言等実施率：100％

・子ども学習・生活支援改

善達成率：100％

・専門相談員やケースワー

カー等による家庭訪問を通

して、個々のケースごとに

具体的な支援策の検討、進

学の助言、保護者の支援を

行います。

また、高校生以下の子ども

がいる生活困窮世帯等の学

力状況や進学状況を常に調

査し、支援が必要な世帯の

把握に取り組みます。

B： おおむね

順調

把握している生活困窮世帯

等の子どもやその保護者に

対し、生活習慣や学習、進

学についての助言を行いま

した。

また進路の選択、その他の

教育および就労に関する相

談に応じ、必要な情報の提

供や助言、関係機関との連

絡調整を行いました。

把握している家庭のみへの

支援であり、学習の機会を

求めている子ども全てへの

支援につながっているわけ

ではないための評価です。

継続 ・把握している世帯への情

報提供・助言等実施率：

100％

現在把握している生活困窮家庭等への支援を

継続して実施していきます。

「Nobody'sPerfect-

完璧な親なんていな

い（NPプログラ

ム）」事業

こども未来

課

育児不安や子育てに自

信のない親の自己効力

感を高め、育児に自信

を持ち、楽しめるよう

仲間づくりを行い、同

じ悩みや喜びを共有

し、情報交換を行うこ

とで育児不安の軽減を

図ります。ファシリ

テーターによるグルー

プワーク（6回コース）

を行います。

・第1回ＮＰ（すくすく）：

定員10名、参加人数10名

・第2回ＮＰ（きらら）定員

10名、参加人数10名

・第3回ＮＰ（こどもの

森）：定員10名、参加人数

10名

・第1回ＮＰ（きらら）：定

員8名、参加人数8名

・第2回ＮＰ（こどもの森）

定員10名、参加人数8名

・第3回ＮＰ（すくすく）：

定員10名、参加人数9名

・3講座の実施を維持しま

す。

1～3 歳児の保護者を対象

に、3 講座を実施しました。

10 人程度のグループで週1 

回（保育ルーム付き）を6 回

連続で行い、参加者がそれ

ぞれに抱えている悩みや関

心のあることをグループで

出し合って話し合いなが

ら、自分にあった子育ての

仕方を学んでいただきまし

た。

A： 順調 目標を達成したため。 継続 年間2講座を実施します。 令和6年度から民間団体のきららが実施しな

いため、公立の2施設で各1講座ずつ実施しま

す。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

親子の絆づくりプロ

グラム”赤ちゃんがき

た！”講座（BP講座）

事業

こども未来

課

初めての子育てで、育

児不安や子育てに自信

のない親の自己効力感

を高め、育児に自信を

持ち、楽しめるよう仲

間づくりを行い、同じ

悩みや喜びを共有し、

情報交換を行うことで

育児不安の軽減を図り

ます。ファシリテー

ターによるグループ

ワーク（4回コース）を

行います。

【公立施設】

・第1回ＢＰ（こどもの

森）：定員10名、参加人数

10名

・第2回ＢＰ（こどもの

森）：定員10名、参加人数7

名

・第4回ＢＰ（すくすく）：

定員10名、参加人数8名

【私立施設】

・第3回ＢＰ（きらら）：定

員10名、参加人数10名

【公立施設】

・第1回ＢＰ（すくすく）：

定員12名、参加人数7名

・第3回ＢＰ（こどもの

森）：定員10名、参加人数

10名

・第4回ＢＰ（こどもの

森）：定員10名、参加人数8

名

【私立施設】

・第2回ＢＰ（きらら）：定

員8名、参加人数6名

・4講座の実施を維持しま

す。

2～5 か月の第1 子を持つ母

親を対象に、4 講座を実施し

ました。週1 回の講座を4週

連続で行い、「仲間づく

り」と「ピア・レビュー

（仲間同士での学びあ

い）」、0 歳児の育児に必要

な少し先を見越した育児の

基礎知識を学んでいただき

ました。

A： 順調 目標を達成したため。 継続 ・4講座の実施を維持しま

す。

4講座とも、定員に近い参加人数であること

から、ニーズに応えるため、4講座の実施を

維持するものです。

一時保育 こども未来

課

保護者が一時的に保育

できない子どもを保育

園でお預かりします。

・実施施設数：6園

・利用者延べ人数：4,289人

・実施施設数：10園（「す

くすく」を含む）

・利用者延べ人数：2,645人

・実施施設数：8園

・年間延べ利用児童数：

2800人

保護者が一時的に保育でき

ない子どもを保育園でお預

かりします。

B： おおむね

順調

延べ利用人数については減

少しているものの、新型コ

ロナウイルス禍中の利用人

数からは増加傾向であるた

め。

継続 ・実施施設数：10園（「す

くすく」を含む）

・利用者延べ人数：1700人

実施園を維持し、保育園に通う子どもが増加

し対象利用数が減少することを想定。また、

R5年度実績に基づき、R11年度の想定全園児

数の約8割の利用を見込み算定。

多様な主体が本制度

に参入することを促

進するための事業

こども未来

課

特定教育・保育施設等

への民間事業者の参入

の促進に関する調査研

究、その他多様な事業

者の能力を活用した特

定教育・保育施設等の

設置、または運営を促

進します。

—

令和元年度から令和5年度ま

での期間に、新規参入3件、

民営化1件、認定こども園へ

の移行2件

参入を希望する事業所がす

べて本制度へ参入できるよ

うに、こども未来課を窓口

とし、相談等できる体制づ

くりに努めます。

第2期燕市子ども・子育て支

援事業計画に基づき、適切

な情報提供と相談対応を

行ってきました。

A： 順調 第二次燕市幼稚園・保育園

適正配置実施計画に基づ

き、民営化してきたため。

継続 参入を希望する事業所がす

べて本制度へ参入できる相

談体制を継続します。

参入を希望する事業所が本制度へ参入できる

ように、適切な情報提供と相談支援体制づく

りに努めます。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

地域振興

課・商工振

興課

事業者等を対象として

ワーク・ライフ・バラ

ンスなどの実現に向け

た講演会やセミナーを

開催するとともに働き

方改革に関する情報を

提供し、意識啓発を図

ります。

・イクボス研修：1回（41

人）

・フォーラム：1回（76人）

・女子会トーク：3回（37

人）

・スキルアップ講座：1回

（77人）

・マザーズおしごとセミ

ナー：1回（４人）

・イクボス啓発

・フォーラム：1回（56人）

・人材育成セミナー：1回

（15人）

・つばめ子育て応援企業認

定（R6.3月末現在認定数：

86社）

・男性の育児休業取得促進

奨励金（事業主：41企業46

件、男性従業員：59人）

・みんなが活躍できる職場

環境づくり推進補助金（10

件）

・マザーズおしごと相談

会：3回（延べ人数27人）

・イクボス研修：1回

・女性活躍推進フォーラ

ム：1回

・マザーズおしごとセミ

ナー：1回

・働く男女を対象としたセ

ミナー：2回

A： 順調 継続 子育てをしながら働き続けられる職場環

境の整備のために、事業者等を対象とし

た講演会や研修会などの開催や働き方改

革に関する情報を提供します。

・女性活躍推進フォーラ

ム：1回

・つばめ子育て応援企業認

定（累計：97社）

・男性の育児休業取得促進

奨励金（累計：116人）

・みんなが活躍できる職場

環境づくり推進補助金（10

件）

・マザーズおしごと相談

会：2回（参加人数延べ28

人）

・仕事と子育ての両立が可能となるよう、事

業者等を対象とした講演会や研修会などの開

催やワーク・ライフ・バランスに関する情報

を提供します。

・ワーク・ライフ・バランスが実現できるよ

う、つばめ子育て応援企業を認定するととも

に、男性の育児休業取得を促進します。

・相談会の開催は保育園申込前（9月）と保

育園入園前（2月）の2回が有効。参加人数は

直近3年間の平均値。

（再掲）関係機関と

の連携強化

地域振興課 男女共同参画の視点を

持つ各相談機関との連

携を密にして情報の共

有に努めます。女性で

あるために抱える悩み

や心配・不安などの解

決の糸口を探すため

に、「女性のための総

合相談窓口」を開設

し、専門相談員による

相談を行い、必要な情

報の提供や関係機関へ

の紹介を行っていま

す。

相談件数：23件 相談件数：21件 毎月1回相談窓口を開設し、

相談窓口を知らなかったと

いう人がいないよう継続的

に周知に努めます。

■周知方法

・広報紙：月1回掲載

・ホームページ：通年掲載

毎月1回相談窓口を開設しま

した。

A： 順調 毎月1回相談窓口を開設しま

した。

継続 引き続き広報紙に掲載することで相談窓

口の周知に努めるとともに、会場の変更

等も含めて相談しやすい環境づくりに努

めます。

毎月1回相談窓口を開設し、

相談窓口を知らなかったと

いう人がいないよう継続的

に周知に努めます。

■周知方法

・広報紙：月1回掲載

・ホームページ：通年掲載

引き続き、毎月1回相談窓口を開設し、相談

窓口を知らなかったという人がいないよう継

続的に周知に努めます。

男女共同参画に関す

る広報・啓発

地域振興課 男女共同参画に関する

情報を市広報紙などに

掲載します。

男女共同参画コラム：3回 男女共同参画だより「サル

ビアレター」を3回発行し、

市公式HPやSNSで発信しま

した。

男女共同参画コラム：3回 男女共同参画だより「サル

ビアレター」を3回発行し、

市公式HPやSNSで発信しま

した。

A： 順調 計画どおり発行し、男女共

同参画や固定的な役割分担

意識を解消するための啓発

を行いました。

継続 引き続き男女の固定的な役割分担意識を

解消するための啓発として、広報誌への

コラムや記事を掲載。

男女共同参画だより：3～4

回

引き続き男女共同参画だよりを発行し、男女

共同参画の啓発に努め、推進を図ります。

・平成30年度の実施内容を

おおむね継続して実施でき

ました。

・つばめ子育て応援企業の

認定やみんなが活躍できる

職場環境づくり推進補助

金、男性の育児休業取得促

進奨励金など、新規事業に

取り組みました。

・みんなが活躍できる職場

環境づくり推進補助金を活

用し、社内研修や就業規則

の変更、外部コンサルティ

ングの導入した企業に支援

しました。

・開催1回目標に対し、令和

5年度は3回開催しました。

また、参加人数も延べ27人

参加され、そのうちの就職

者数は16人となり、再就職

の支援ができているものと

考えます。

・つばめ女性活躍・ダイ

バーシティ推進フォーラム

を開催し、基調講演及び市

内企業の取組事例紹介を行

いました。当日は、会場だ

けでなく、オンラインでの

参加も可能とし、ハイブ

リッド方式で開催しまし

た。

・次期リーダー候補の若手

職員を対象に、リーダー

シップとチームマネジメン

トなど、リーダーに必要と

されることを実践を交え開

催しました。

・従業員に対する子育て支

援の取組を積極的に進めて

いる企業を「つばめ子育て

応援企業」に認定しまし

た。

・「つばめ子育て応援企

業」に勤務する男性従業員

が育児休業を取得した場合

に、育児休業取得者と事業

主に奨励金を交付しまし

た。

・中小企業における女性活

躍、ダイバーシティ、ワー

ク・ライフ・バランスの推

進に向けた職場環境改善

（研修の実施、就業規則の

変更、社内制度改革等）に

要した費用の一部を補助金

として交付しました。

・再就職を検討する母親の

情報共有や悩み解消の場と

して、就職活動や保育制度

について相談会を開催しま

した。また、市内企業を紹

介する説明会もあわせて開

催することで、再就職の際

のミスマッチを解消し定着

率の向上を図りました。

③仕事と子育ての両立支援
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

男女の固定的な役割

分担意識解消のため

の啓発

地域振興課 男女の固定的な役割分

担意識を解消するため

の啓発を行います。

男女共同参画講座：1回（40

人）

男女共同参画講座：3回

（108人）

男女共同参画講座：1回 男女共同参画に関する講座

を3つのテーマで開催し、意

識啓発を図りました。

男女共同参画講座：3回

A： 順調 男女共同参画に関する講座

を開催し、意識啓発に努め

ました。

継続 引き続き男女共同参画の意識啓発のため

の講座を開催。

男女共同参画講座：1回 引き続き男女共同参画の意識啓発のための講

座を開催します。

男女を対象とした男

性・女性問題に関す

る講座の開設等、学

習機会の提供

地域振興課 男女共同参画講座を開

催し、男女共同参画の

意識啓発を行っていま

す。

男女共同参画講座：1回（40

人）

男女共同参画講座：3回

（108人）

男女共同参画に関する講座

を開催し、意識啓発を行い

ます。

男女共同参画講座：1回

男女共同参画に関する講座

を3つのテーマで開催し、意

識啓発を図りました。

男女共同参画講座：3回

A： 順調 男女共同参画に関する講座

を開催し、意識啓発に努め

ました。

継続 引き続き男女共同参画の意識啓発のため

の講座を開催します。

男女共同参画講座：1回 引き続き男女共同参画の意識啓発のための講

座を開催します。

私立保育園・認定こ

ども園延⾧保育事業

こども未来

課

保護者の就労形態の多

様化、⾧時間の勤務等

にともなって、保育時

間の延⾧に対する保護

者ニーズが高まってき

ていることから、必要

に応じ標準保育時間

（11時間）を超えての

延⾧保育を実施し、仕

事と子育ての両立支援

を図ります。

実施施設数：6園

実利用児童数：369人

年間延べ利用児童数：

11,346人

実施施設数：10園

実利用児童数：507人

年間延べ利用児童数：

10,184人

実利用人数：300人 私立保育園及び私立認定こ

ども園の保育時間を延⾧

し、保育をすることで、児

童の保護者の就労形態の多

様化に伴う保育時間の延⾧

に対する需要に対応しま

す。

B： おおむね

順調

公立園から私立園に移行し

た後も、延⾧保育の実施が

継続され、安定した利用が

続いているため。

継続 実利用人数：400人 過去 5 年間の園児数減少の割合

から算定し約 7 割と見込み、実利用人数を園

児数の 8 割と算定。

公立保育園・認定こ

ども園延⾧保育事業

こども未来

課

利用者の状況に応じた

子どもの保育にかかる

希望時間を提供してい

ます。

実施施設数：公立 19園

年間月極利用者数（月ごと

の累計）：292人

年間単発利用者数：4,220人

実施施設数：公立 16園

年間月極利用者数（月ごと

の累計）：56人

年間単発利用者数：1,710人

実施施設数：公立 16園

・年間月極利用者数（月ご

との累計）：200人

・年間単発利用者数：3,000

人

市立保育園及び市立認定こ

ども園の保育時間を延⾧

し、保育をすることで、児

童の保護者の就労形態の多

様化に伴う保育時間の延⾧

に対する需要に対応しま

す。

B： おおむね

順調

公立園数が減少したことに

伴い、月極利用者数・単発

利用者数ともに減少してい

るものの、令和6年度中も継

続した延⾧保育の利用が見

込まれるため。

継続 実施施設数：公立 16園

・年間月極利用者数（月ご

との累計）：65人

・年間単発利用者数：1,500

人

R5年度実績に過去 5 年間の園児数減少の割合

から、R11年度の想定全園児数を算出し、そ

の総数の約7割の利用を見込み算定。

休日保育（休日等希

望保育）

こども未来

課

日曜、祝日、年末年始

等の休日において、就

労や保護者の急な病

気、介護、冠婚葬祭等

により家庭で保育が困

難な場合、保育園で必

要な保育を行うことに

よって保護者の支援を

行います。

・実施施設数：私立 1園

・実利用児童数：75人

・年間延べ利用児童数：418

人

・実施施設数：私立 1園

・実利用児童数：30人

・年間延べ利用児童数：192

人

・実施施設数：私立 1園

・実利用児童数：50人

・年間延べ利用児童数：350

人

日曜、祝日、年末年始等の

休日において、就労や保護

者の急な病気、介護、冠婚

葬祭等により家庭で保育が

困難な場合、保育園で必要

な保育を行うことによって

保護者の支援を行います。

B： おおむね

順調

園児数の減少に加え、定期

的に休日保育を利用してい

た園児が卒園したことに伴

い実利用人数、延べ利用人

数ともに減少しました。ま

た、新規利用者数も増加し

ていないため、減少を続け

る見込みです。

継続 ・実施施設数：私立 1園

・実利用児童数：20人

・年間延べ利用児童数：140

人

月平均利用者数：2.0人（R5年度末：2.7人）

×年間開設日数：約70日

⇒140人（延べ利用人数）

病児・病後児保育 こども未来

課

病気または回復期のた

め保育園等での集団保

育等が困難な児童を、

医療機関に併設された

専用施設で一時的に預

かり、保育および看護

を行うことで、保護者

の子育てと就労の両立

を支援します。

・実施施設数：1施設

・事前登録者数：

燕市1,379人

弥彦村206人

・利用者数：

燕市663人

弥彦村113人

・実施施設数：1施設

・事前登録者数：

燕市2,434人

弥彦村238人

・利用者数：

燕市676人

弥彦村27人

実施施設数：1施設

・事前登録者数：燕市対象

人口の25％

・利用者数：燕市事前登録

者数の50％

燕市子育てアプリ「はぐは

ぐ」を用いた情報発信

B： おおむね

順調

事前登録者数、利用者数と

ともに増加傾向である。

「利用が増えることが一概

に成果（良い）と言えな

い」が、現在において、ま

だ潜在的な需要を取り込め

ていないと考えられるた

め、当面は利用者数を成果

指標に位置付け、利用の拡

大と平準化を図っていく。

継続 引き続き周知に努めて認知度を上げ、事

前登録者数の増加に努めます。

・実施施設数：2施設

・事前登録者数：

燕市 対象人口の40％

・利用者数：

燕市：燕市事前登録者数の

35％

・事前登録者数：対象人口に対する比率で設

定。R5年度35.8％であったことから、1 年度 

1％の増を目標としました。

・対象人口に対する比率で設定した事前登録

者数を基に、その 40％（R5年度は 27.7％）

としました。
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

ファミリー・サポー

ト・センター

こども未来

課

育児の援助をしてほし

い人、育児の援助をし

たい人が、互いに助け

たり、助けられたりし

て育児の相互援助活動

を行う会員組織です。

・依頼会員：240人

・協力会員：90人

・依頼・協力会員：55人

合計385人

・年間利用回数：914回

・依頼会員：171人

・提供会員（協力会員）：

85人

・両方会員（依頼・協力会

員）：52人

合計308人

・年間利用回数：1,003回

・依頼会員：250人

・協力会員：90人

・依頼・協力会員：60人

合計400人

・年間利用回数：1,090件

依頼会員と提供会員の連絡

調整を行ったほか、事業の

周知のため、チラシの配布

や事業説明などを行いまし

た。

C： やや遅れ

ている

依頼会員が減少しました

が、提供会員数は維持して

います。また、年間利用回

数は増加していることから

も、需要と供給のバランス

は保たれているものと考え

ています。

継続 依頼会員のニーズに対応できるよう提供

会員数の確保をめざします。

・依頼会員：200人

・提供会員（協力会員）：

90人

・朗報会員（依頼・協力会

員）：60人

合計350人

・年間利用回数：1,090件

出生数が減少する中でも、事業の周知に努

め、依頼会員と提供会員、両方会員それぞれ

の若干の増加をめざします。

（再掲）地域に根ざ

す学校応援団事業の

取り組み（学校、家

庭、地域との連携に

よる多様な体験活動

の推進）

学校教育課 学校の様々な活動を地

域のボランティアが支

援することにより、教

職員が子どもと向きあ

う時間を増やすととも

に、子どもが地域の大

人とのふれあいにより

「生きる力」の育成を

図ります。

・地域コーディネーター：

39人（全学校配置）

・地域コーディネーター：

34人（全校配置）

・放課後学習支援員の一層

の充実

・放課後学習支援

・令和６年度より、全市立

小中学校に学校運営協議会

制度を導入。地域コーディ

ネーターを学校と地域のつ

なぎ役として位置づけた。

A： 順調 ・学校運営協議会制度の導

入に際し、地域コーディ

ネーターが重要な役割を

担っている。

新規 学校運営協議会と地域に根ざす学校応援

団事業の一体的推進

・地域コーディネーターを

対象とした犬種会の実施：2

回

・学校運営協議会と地域に根ざす学校応援団

事業の一体的推進を進めるためには、先進的

な取組を学ぶ機会や、情報交換をする機会が

重要であると考えました。

児童扶養手当給付事

業

子育て応援

課

父、または母と生計を

同じくしていない児童

の健やかな成⾧のた

め、生活の安定と自立

の促進を目的として手

当を支給します。

・申請者数：610人

・受給者数：497人

申請者の81.5％に支給（受給

者数497人に対して受給対象

児童数770人）

・申請者数：552人

・受給者数：434人

申請者の78.6％に支給（受給

者434人に対して受給対象児

童数657人）

・母子、父子家庭への支援

を行い、生活の安定と自立

の促進に寄与していきま

す。

主にひとり親の児童が育成

される過程の生活の安定と

自立の促進に寄与するた

め、当該児童について児童

扶養手当を支給し、児童の

福祉の増進を図っていま

す。

B： おおむね

順調

該当事由にあてはまる場合

に、制度説明を行い、申請

による支給を行っていま

す。

継続 ひとり親家庭への支援を行

い、生活の安定と自立の促

進に寄与していきます。

国の制度であり継続して実施します。

自立支援教育訓練給

付金（自立支援教育

訓練費給付事業補助

金）

子育て応援

課

ひとり親家庭の父、ま

たは母が就職に有利な

資格を取得するため、

国が指定する講座等を

受講する場合に受講経

費の一部を補助しま

す。

・実施件数：0人 ・実施件数：0人 ・母子、父子家庭への支援

を行い、生活の安定と自立

の促進に寄与していきま

す。

ひとり親家庭のしおり等で

制度の周知啓発を行いまし

た。

R5年度は利用者はおりませ

ん。利用希望者がいた場

合、対応していきます。

継続 ひとり親家庭への支援を行

い、生活の安定と自立の促

進に寄与していきます。

国の制度であり継続して実施します。

高等職業訓練促進給

付金（高等職業訓練

促進費給付事業補助

金）

子育て応援

課

就職の際に有利であ

り、かつ生活の安定に

資する取得を促進する

ため、養成機関におい

て6か月以上のカリキュ

ラムを修業することが

必要とされているもの

の受講期間について、

生活負担の軽減を図

り、資格取得を容易に

するため訓練促進費を

支給します。

・実施件数：3人 ・実施件数：3人 ・母子、父子家庭への支援

を行い、生活の安定と自立

の促進に寄与していきま

す。

ひとり親家庭のしおり等で

制度の周知啓発を行いまし

た。

B： おおむね

順調

該当事由にあてはまる場合

に、制度説明を行い、申請

による支給を行っていま

す。

継続 ひとり親家庭への支援を行

い、生活の安定と自立の促

進に寄与していきます。

国の制度であり継続して実施します。

【新】燕市高等職業

訓練活用資格取得者

キャリアスタート支

援給付金

子育て応援

課

母子家庭の母および父

子家庭の父が燕市高等

職業訓練促進給付金交

付要綱に基づき資格を

取得し、その取得した

資格を活用できる職に

就職した場合に、就職

後の生活の負担軽減を

図るため、給付金を支

給します。

—

・実施件数：0人 ・市独自の制度としてひと

り親家庭の生活負担の軽減

を図ります。

ひとり親家庭のしおり等で

制度の周知啓発を行いまし

た。

R5年度は利用者はおりませ

ん。利用希望者がいた場

合、対応していきます。

継続 ひとり親家庭への支援を行

い、生活の安定と自立の促

進に寄与していきます。

国の制度であり継続して実施します。

（再掲）【新】保護

者等に対する支援

社会福祉課 フードドライブ＋ 実施なし 食品：3,543kg

生活用品：589kg

食品：3,700kg

生活用品：630kg

フードバンク活動の支援及

び連携強化のため、フード

ドライブ＋（プラス）を実

施し、ひとり親世帯や生活

困窮世帯など、支援を必要

としている世帯にフードバ

ンクを通じて食品や生活用

品を配布します。

A： 順調 まだ活動自体を知らない人

が多く、広報周知に力を入

れています。結果、寄附量

は増加しており、目標寄附

量を達成しています。

継続 フードバンクへの寄附量が足りていない

ため、引き続き市民からの寄附を募って

活動の支援を行います。

食品：3,900kg

生活用品：660kg

（案）

広報周知により寄附量が増加することを見越

し、令和6年度目標＋5%を目標とします。

④ひとり親家庭への支援
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④平成30年度実績 ⑤令和5年度末実績

（基準値） （中間値）

⑫目標の根拠⑪令和11年度目標⑩今後の方向性⑨評価根拠・分析⑧中間評価⑦主な取組内容⑥令和6年度目標●対象※③事業内容②担当課

①事業名

【新】現行２期計画に

位置付けられていない

事業

（再掲）ファミ

リー・サポート・セ

ンター

こども未来

課

育児の援助をしてほし

い人、育児の援助をし

たい人が、互いに助け

たり、助けられたりし

て育児の相互援助活動

を行う会員組織です。

・依頼会員：240人

・協力会員：90人

・依頼・協力会員：55人

合計385人

・年間利用回数：914回

・依頼会員：171人

・提供会員（協力会員）：

85人

・両方会員（依頼・協力会

員）：52人

合計308人

・年間利用回数：1,003回

・依頼会員：250人

・協力会員：90人

・依頼・協力会員：60人

合計400人

・年間利用回数：1,090件

依頼会員と提供会員の連絡

調整を行ったほか、事業の

周知のため、チラシの配布

や事業説明などを行いまし

た。

C： やや遅れ

ている

依頼会員が減少しました

が、提供会員数は維持して

います。また、年間利用回

数は増加していることから

も、需要と供給のバランス

は保たれているものと考え

ています。

継続 依頼会員のニーズに対応できるよう提供

会員数の確保をめざします。

・依頼会員：200人

・提供会員（協力会員）：

90人

・朗報会員（依頼・協力会

員）：60人

合計350人

・年間利用回数：1,090件

出生数が減少する中でも、事業の周知に努

め、依頼会員と提供会員、両方会員それぞれ

の若干の増加をめざします。
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